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──────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長 全員ご起立願います。おはようございます。ご着席ください。 

  本日の会議に欠席通告のあった方は１名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより令和５年第４回川西町議会定例会第３日目の会議

を開きます。 

（午前 ９時３０分） 

──────────────────────────────────────────── 

◎議事日程の報告 

○議長 本日の会議は、既に配付いたしております議事日程により進めてまいります。 

  地方自治法第121条の規定により、町長並びに教育委員会教育長、農業委員会会長及び監

査委員の出席を求めております。 

──────────────────────────────────────────── 

◎一般質問 

○議長 日程第１、第２日目に続き一般質問を行います。 

  本日は３名の方の一般質問を行います。 

  本日の発言順位により発言を許します。 

  第１順位の橋本欣一君は質問席にお着きください。 

  橋本欣一君。 

  第１順位、橋本欣一君。 

（１０番 橋本欣一君 登壇） 

○１０番 改めまして、おはようございます。 

  ２日目の一般質問、トップバッターでございます。よろしくお願い申し上げます。 

  それでは、質問始めさせていただきます。 

  議長宛てに通告のとおり、質問いたします。 

  初めの質問は、子育て支援についてでございます。 

  川西町では、子供の医療費の無償化などで、一歩進んだ政策と評価してまいりましたが、

近隣市町でも時代の趨勢でほぼ同じ水準となり、さらに一部の政策では後れを取る部分もあ

ります。保育料の完全無償化や給食費の無償化などが挙げられます。 

  国では、こどもまんなか社会の推進のために、こども基本法が施行され、こども家庭庁が
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設立され、様々な課題解決を担っています。国の方針とともに、実際施策を実施する地方自

治体の姿勢、工夫が必要であります。 

  川西町議会も、９月議会において、川西町議会こどもまんなか応援サポーター宣言を可決

し、議会での取組の優先項目として、子育ての施策の重要性を確認し、推進することとしま

した。 

  こども基本法では６つの基本理念が制定され、３番目に、「全てのこどもについて、年齢

及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に対し意見を表明する機会、多様な

社会活動に参画する機会が確保されること」及び４番目に、「全てのこどもについて、年齢

及び発達の程度に応じ、意見尊重、最善の利益が優先して考慮される」とあります。 

  地方議会において、行政においても、子供の意見を聴取し、施策に反映する取組が具体的

に実現されなければなりません。代表的なものとして、子ども議会などの開催で、意見反映

の場が設けられていることが挙げられております。 

  町としても、こども基本法の趣旨に沿った子供の意見聴取と施策への反映の場を設けるべ

きと思いますが、いかがでしょうか。 

  子供関連施策では、兵庫県明石市の５つの無料化、18歳までの医療費、第２子以降の保育

料、満１歳までのおむつ、中学生の給食費、親子ともの遊び場などが挙げられております。

さらに６つの寄り添う支援が挙げられております。 

  子供を核としたまちづくりに取り組むことで、まちへの安心感や満足度が大きく高まり、

10年連続人口増につながったとあります。 

  それぞれの自治体の施策、環境の違いはありますが、５つの施策中では、保育料の無償化、

給食費の無償化、さらにおむつの無料化などは、町としても実施できる部分もあります。さ

らなる施策の充実が必要と思いますが、町長の考えを伺います。 

  次に、病児保育の充実についてお聞きします。 

  町では、県内でもいち早く病児保育を実施。現在、保護者の子育てと就労の支援で大きな

役割を果たしています。 

  置賜圏内の小児科、小児科医師の減少で、病児保育施設である美女木げんき保育園「げん

きルーム」の利用は、他市町の利用者もおられ、いつも満員で、キャンセル待ちの状態と聞

きます。 

  町として、現状をどのように捉え、さらに利用に応じた体制づくりのための支援が必要と

考えますが、いかがでしょうか。 
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  続いて、２つ目でございます。 

  行政運営におけるＤＸの進捗とＡＩの利用について質問いたします。 

  行政のＤＸ化により、事務、業務の効率化が図られています。議会でのタブレット端末の

活用によるペーパーレス化や、ダリヤＰａｙの導入などもＤＸ化ですが、庁舎内部では、

様々な面でのＤＸ化が進んでおると思います。 

  予定の導入計画に対してどのように進んでいるのか、なかなか目に見えておりません。具

体的にはどのように進み、効果が出ているのか、お示しいただきたいと思います。 

  直近では、ＡＩの進歩は目を見張るものがあり、話題のＣｈａｔＧＰＴなども普通に使え

る状況となりました。民間でも公共でもその活用が研究され、一部では行政でも利用が始ま

るとの情報もあります。近隣でも、導入、あるいは研究を進めたなどの報道があります。 

  利用次第では効率化が図られますが、反面、ぬくもりある行政から離れていくことや、情

報漏れなどの弊害が出るとの指摘もあります。 

  町としては、ＣｈａｔＧＰＴの利用についてはどのように対応するのかお伺いいたします。 

  以上、壇上からの質問といたします。 

○議長 町長原田俊二君。 

（町長 原田俊二君 登壇） 

○町長 橋本欣一議員のご質問にお答えいたします。 

  初めに、子育て支援について、子供の意見聴取と施策への反映の場についてでありますが、

国では、少子化に歯止めがかからず、児童虐待相談や不登校の件数が過去最多になるなどの

状況の中、子供の利益を第一に考え、子供に関する取組を社会の真ん中に据え、強力に進め

ていくため、令和５年４月１日からこども基本法が施行されました。 

  これまで、本町では様々な機会を捉え、子供たちから意見を求める場の設定に努めてまい

りました。 

  平成27年度の町誕生60周年記念事業においては、「未来の川西町」をテーマとした作文を、

小学校３年生以上の小・中学生から募集し、最優秀に選考された作品をかわにし未来ビジョ

ンに掲載したほか、平成29年１月には、町長とのふれあいトークとして、置賜農業高等学校

の生徒との意見交換の場を設定し、高校生活の状況や高校生の思いなどについて意見交換を

実施してまいりました。 

  また、地域振興拠点施設の建設や環境基本計画の策定など、町の施策の方向性を検討する

過程で、ワークショップやアンケート調査など様々な手法で、子供たちの意見を取り入れて
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まいりました。 

  共創による協働のまちづくりのさらなる充実、成熟を目指すに当たり、幅広い町民各層の

意見や要望はもとより、次世代を担う子供たちの意見を聞くことや、子供たちの積極的なま

ちづくりへの参画を促すことは、重要な要素であると認識しており、また、このような機会

を通して、子供たちが本町のよさに気づき、理解することで郷土愛が育まれ、その結果とし

て、本町の最重要課題である若者の定着、回帰にもつながるものと考えております。 

  ご質問にありますとおり、町政の振興発展のため、こども基本法の趣旨にのっとり、子供

たちが意見を言える場の設定やその仕組みづくりと合わせ、それらの取組が継続的なものに

なるよう検討してまいります。 

  次に、明石市を事例とした子育て支援の拡充についてでありますが、議員ご指摘のとおり、

兵庫県明石市において、泉前市長により、任期中の12年間で行われた子育て支援に関わる５

つの無料化等の施策により、10年連続で人口増につながったことは広く知られております。 

  ５つの無料化は、１つ目は、高校３年生までの医療費の無料化、２つ目は、第２子以降の

保育料無料化、３つ目は、生後３か月から１歳の誕生月までの10か月間に、3,000円相当の

紙おむつを届けながら育児相談や子育て情報を提供するおむつ定期便の実施、４つ目は、中

学生の給食費の無償化、５つ目は、遊びの場の入場料無料化となっております。 

  本町の子育て支援と明石市の取組を照らし合せますと、高校３年生までの医療費の無償化

は平成29年８月から実施し、第２子以降の保育料無償化は今年度から実施しております。 

  また、明石市の６つの寄り添う支援については、養育費の立替払い、親子の面会交流の支

援、こども食堂を全小学校区で開設、無戸籍児支援、児童扶養手当の毎月支給及び児童相談

所の改革が主な内容と紹介されております。 

  本町では、町内２か所でこども食堂が開設され、開催日が休日となっていることから、小

学校区に関係なく、町内一円の子供たちを対象としたものと捉えております。 

  今後の子育て支援の拡充については、本町ででき得る支援を検討してまいりますが、市町

村の財政状況等で子育て支援に差が生じ、日本全体の少子化が進展する中で、子供を奪い合

うような状況が起きないよう、国が実施すべきものと考えており、今後は、国のこども大綱

等の政策を踏まえながら、国及び県に対して要望を行ってまいります。 

  次に、病児保育の拡充についてでありますが、本町の病児保育は、県内では４番目となる

平成24年８月に、美女木げんき保育園「げんきルーム」において３名定員で開始され、昨年

４月１日からは、定員を４名に増員し実施されております。 
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  本町の病児保育の延べ利用者数については、令和４年度実績で546名となり、県内で２番

目に多い状況となっております。今年度は定員が増加したこともあり、600人を超える可能

性があると聞いております。 

  また、本町の利用者割合は、令和４年度実績で４割程度であったのに対し、近隣市町で病

児保育が開始されたことなどから、今年度は７割近くに増加しているとお聞きしております。 

  キャンセル待ちは多い月で10件程度あり、その他に電話連絡の時点で諦められ、保護者や

家族が子供の看護をする等の対応をした件数は、多い月で80件程度あるとお聞きしておりま

す。 

  病児保育の拡充については、現在、民間事業として実施されているものであり、令和４年

度から定員を１名増員したことや、ネット予約を可能とする等の経営努力がなされておりま

す。 

  町としては、少子化の状況や利用状況等を勘案しながら、引き続き支援してまいります。 

  次に、行政運営におけるＤＸの進捗とＡＩの活用について、本町のＤＸの進捗についてで

ありますが、本町においては、川西町自治体ＤＸ推進計画を令和４年９月に策定し、デジタ

ル技術を活用した利用者中心の行政サービスの提供と職員リソースシフトによるスマート自

治体への転換を基本理念に、国・県からデジタル化の要請と現役世代の急減に伴う2040年問

題への対応のため、各種施策に取り組んでおります。 

  具体的には、住民の利便性向上をはじめ、政策立案と相談業務等の職員がなすべき業務を

充実させるため、デジタル化を基礎とする窓口業務改革の検討、ＲＰＡ、ＡＩ、議事録ＡＩ

－ＯＣＲ、チャットボット、生成ＡＩ、統合型ＧＩＳ、電子決裁、電子保存、庶務事務シス

テム等による作業効率向上の検討を行い、費用対効果を十分に勘案し、必要に応じて実装を

図っているところであります。 

  なお、検討事項によっては外部人材を投入し、現状調査や今後の在り方等についてアドバ

イスをいただいており、判断の材料としているところであります。 

  今後とも、最新技術や先進自治体の運用等を調査し、業務改善に努力しているところであ

り、今後も、単なる技術の導入を目的とせず、まちづくりの一つの手法、ツールとして進捗

してまいります。 

  議員のご指摘のとおり、ＤＸとは、デジタル技術やデータを駆使して作業の一部にとどま

らず、社会や暮らし全体がより便利になるよう大胆に変革し、価値を創造していく取組を指

すものであります。 
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  現在、本町で取り組んでいるのは、デジタル技術を使い、人手のかかっていたサービスを

自動化したり、ミスなく作業を効率化する、いわゆるデジタル化であります。 

  ＤＸを推進するためには、職員のデジタルリテラシーを向上させる必要があります。まず

は、デジタイゼーション、アナログ的作業をデジタル化すること、次に、デジタライゼーシ

ョン、デジタル化によって業務プロセスの全体を最適化することの取組を進めることで、Ｄ

Ｘを推進する職員の育成にたゆまず努力してまいります。 

  次に、ＣｈａｔＧＰＴの利用についてでありますが、生成ＡＩ、特にＯｐｅｎＡＩ社が開

発したＣｈａｔＧＰＴは、サービス開始から２か月で利用者が１億人を超えるなど、民間を

中心に広く使用されており、行政においても利用に向けた研究が行われております。 

  県内における生成ＡＩの活用状況でありますが、県、山形市、酒田市、米沢市が導入済み、

高畠町を含む６市町において試験導入中となっております。 

  本町においては、生成ＡＩは文書の要約、様々な文案やプログラムコードの作成など、行

政の幅広い分野や業務に活用できる多彩な機能を有しており、その活用により職員の業務効

率が図られることで、限られた人的資源を、職員の本来業務や人にしかできない業務に振り

向けられる可能性が大きい等、その有用性を評価しております。 

  しかしながら、情報漏えいや著作権侵害、また誤った情報を包含する可能性等のリスクが

あることも事実であり、そのリスク回避について研究を続けております。併せて、生成ＡＩ

を使いこなすためには、プロンプトと呼ばれるＡＩに対する指示の出し方が重要であり、的

確なプロンプトを書くことのできる職員の育成方法についても検討を進めております。 

  生成ＡＩの利用については、業務に有用であると判断しておりますが、リスクを排除する

技術の調査や職員の情報リテラシーを高める方法、ガイドライン等の規定の整備等、適正に

使用できる環境の構築に着手しているところであり、試行運用も含め準備が整い次第、業務

に取り入れていきたいと考えております。 

  以上、橋本欣一議員のご質問のお答えとさせていただきます。 

○議長 橋本欣一君。 

○１０番 大変丁寧なご答弁いただきまして、ありがとうございます。 

  まず初めに、子育て支援関係でございますけれども、今回の一般質問については、随分子

育て関係の質問が多く、昨日も白熱したというか、熱の入った質疑になったようなので、私

は二番煎じになってしまうのかなと思いますけれども、聞くことは聞いておきたいなと思っ

ております。 
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  ほぼ聞く部分もなくなってしまったようなのですけれども、まず初めの質問は、意見聴取、

聴取というと大変堅苦しい表現になるんでしょうけれども、子供に対して聴取という言い方

もどうなのかなと私思ったんですけれども、子供の意見を伺うというか聞く場を設けるって、

町としてもそれぞれの事業を展開する場合に、子供の意見をよく聞いてくれ、生かしてくれ

というのは、私も随分要望してきたつもりなんですけれども、いろんな形でやっぱり意見を

聞いていただいているというような認識を改めて確認させてもらいました。 

  その意見を伺う、これは確かによろしいんですけれども、これを、さて反映させるって、

これがやっぱり大事なんじゃないかなと思います。もちろん子供の意見ですので、十分熟し

た意見にならない部分も当然あるんでしょうけれども、生かす場というものは、例えばどん

なふうに、具体的に事例を挙げていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長 町長原田俊二君。 

○町長 小倉少子化担当大臣とお話をする機会がございまして、小倉大臣からも、こどもまん

なか社会を実現するためには、子供と率直な意見交換の場、真っさらな形で話を聞く機会を、

ぜひつくってほしいというお話もいただきました。 

  我々としても、その機会をつくっていきたいというふうに考えておりまして、今月になり

ますけれども、川西中学校の生徒さんとふれあいトークを実施するよう、今準備を進めてい

るところでありまして、様々な機会を捉えながら、子供たちに意見を聞くだけじゃなくて、

町の今の状況を理解していただく、双方向でやり取りすることが大事なのかなというふうに

思います。 

  議員から、具体的に何がありましたかということでありますけれども、私の一番の思いか

らしますと、平成17年に川西町誕生50周年の式典をさせていただいて、その折に、川西町議

会が主催として子ども議会を開催いただきました。そのときの一般質問の中に、中学生の生

徒さんから、ぜひ海外に行くチャンスをつくってほしいという要請をいただきまして、少し

時間はかかりましたけれども、若者の海外支援といいますか、海外渡航支援という事業を興

すことができました。 

  そういう意味では、子供たちの率直な意見についてしっかり向き合いながら、具体的な施

策として応えていくと。言い放しではなくて、しっかり受け止めていただいたというか受け

止めて、町も応えようとしているということを伝えていくことが大切だというように思って

おりますので、そういった積み重ねをしながら、若い人たちがこの町に定着できるような流

れをつくっていくことを、今後とも継続していきたいと考えております。 
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○議長 橋本欣一君。 

○１０番 具体的な例として、海外の派遣のことも実ったということなんでしょうけれども、

例えば報告書や、あるいはアンケート調査等々の中でも、ぜひお子さんに関しては、名前を

出していいのかどうだかは分からないんですけれども、川西中学校の生徒さんの意見だった

という、特に重視した形で、目立つような形で載せてもらえれば、言ったご本人はもちろん

喜ぶでしょうし、「子供の意見なんだね」、「町も捉えているんだね」という評価も、双方

向からの評価もおのずと生まれると思いますんで、ぜひ子供の意見の公表の仕方というもの

も工夫してほしいんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長 町長。 

○町長 単なる意見交換ではなくて、その意見を、しっかり多くの町民の皆さんにお知らせす

るという広報活動というのは当然大事な視点でありますので、今回のふれあいトークの中で

出された意見交換の場であったり、内容などについても、多くの皆さんに見ていただけるよ

うに、工夫しながら対応してまいりたいと思っております。 

○議長 橋本欣一君。 

○１０番 町長からも、ご答弁の中で子ども議会等々の話も出されましたけれども、やっぱり

お子さん、子供の意見を、継続的な形でまちづくりに直接生かせるというのは、子ども議会

なんかは、特に有効な事業というか手段なんじゃないかなと思うわけなんで、今までも60周

年記念事業でしたっけ、イベント的なものとして子ども議会、あるいは女性議会もございま

した。 

  単発で終わってきているということが一つ、やっぱり問題ではないんですけれども、これ

を継続した形で行政に生かせる場にしていくということが、そうすると、我々議員が要らな

くなるんじゃないかなんて話も、心配もあるんですけれども、子供の意見を反映する継続的

な形として生かすには、やっぱり子ども議会なんか開催する。これは、誰が開催するかとい

うこともあるでしょうけれども、ぜひ継続した形での議会、子ども議会というものを求めた

いんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長 町長。 

○町長 今回のふれあいトークもそうですし、少年議会のときもそうなんですけれども、この

場の設定をするために、かなり先生方にご負担をおかけしながら準備を進めていただいてお

ります。 

  今回のふれあいトークも、社会科の地方自治の一環として授業時間の中に組み込んでいた
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だくことにして準備を進めているところでありますが、やはり子ども議会というような形で

始まるとするならば、かなり先生方にもご負担をおかけするということになりますので、継

続していくためにも、様々な現場の声をお聞きしていかないと、我々から一方通行でお願い

しますというだけでは進んで行かない。やはり、現場の声をしっかり受け止めながら、着実

に進めていくことが大事かなというふうに思っております。 

  子ども議会というようになっていますけれども、生徒会活動も含めてですけれども、先生

方の負担は大きくなっておりますので、そのことを十分勘案して、ご協力をお願いすること

になるのかなというふうに思っておりますので、まだまだ課題はたくさんあるということを

ご理解いただきたいと思います。 

○議長 橋本欣一君。 

○１０番 県内では、遊佐町の子ども議会が長年継続した形で行われている、開催されている

ということで、その効果というのは、相当な部分で効果が出ているというふうに聞きます。 

  例えば、当時発表した生徒さんが、一旦、県外に就職なり社会人となって就職したなりで

も、やっぱりその意見を忘れずに持っていて帰ってくる、そんな効果もある。 

  決して、子ども議会に出ないから忘れるということじゃないんでしょうけれども、回帰意

識が強くなるというような何かの報告書にもあったようなので、ぜひ誰がするのかというの

は、前もって私申し上げたんですけれども、どこが主催しながら、持ちながらということな

んでしょうけれども、負担のない形での地域意識を、郷土愛を育むものとしての子ども議会

開催。ぜひ議会側も考えていかなければいけないんでしょうけれども、行政側も継続した形

での子供の施策反映を目指しながら、ぜひ研究していただきたいなとこのように思います。

効果はあるというようなことでございました。 

  また、ついでにというと、女性議会なんかもできれば継続なんかしていただければ、こう

いう多様性の時代に、いろんな意見も生かせるのかなというふうに思っております。 

  やっぱり、子ども議会で生まれたものというのは、遊佐の事例なんか挙げれば大変あった

ということでございますので、ぜひできたらなというふうに希望的に申し上げるんですけれ

ども、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

  続いては、病児保育についてでございますけれども、川西町、一歩進んだ形で開設された

なというふうに思っておるんですけれども、質問に申し上げましたとおりキャンセル待ち。

他市町も、最近は病児保育施策が進んでおり、ほかからいらっしゃるという方、少なくなっ

ておるというふうには聞いておるんですけれども、何ていうか、町にあって他市町の方も利
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用しているという形ですので、キャンセル待ちがあるという答弁書にあったとおりなんです

けれども。 

  どうなんでしょうね、より充実した、定員を増やすとか何かという形は、あくまでも民間

がやっていることなので、行政が口出しすることではないと言われればそれまでなんでしょ

うけれども、より拡充する方法というのはないもんでしょうかね。 

○議長 町長。 

○町長 げんき保育園、病児保育を担っていただいております。 

  木島先生が熱意を持って、この事業を開所するに当たって、お母さん方を応援したいと。

お母さん方が仕事を持って、子供が熱が出たときに、安心して働けるような環境をつくりた

いという、そんな思いでげんきルームがスタートしたところでありました。 

  その熱意を、我々も応援していきたいところでありまして、はっきり言えば、これは不採

算部門になるわけであります。数字で表れますけれども年間600というふうになります。600

ということは月に当たらせれば50です、50件の子供たちを見守っていただく。そうすると、

例えば20日間とか25日間で計算すれば、ほぼベッドは空いている。たまたま、やっぱり流行

性が、インフルエンザがはやるとかそういったことで重なってしまって、ご家族で見ていた

だいたりという、仕事を休んでいただいたりというようなこともあるわけでありまして、い

つも満杯という状態ではなくて、何かあったときに、セーフティーネットとして役割を果た

していただく。 

  ３名から４名に増やすということでも、スタッフを充実させなきゃならないとか、いろん

な改造をしたりとかというようなことで工夫をしていただいて、開設を広げていただいたわ

けでありまして、不採算の部分については、国・県、町で支援しているわけでありますので、

今の努力を重ねられていること、これを継続できるように、今後とも支援をしていきたいと

いうふうに考えておりますので、やはり本当に流行性といいますか、重なるときにはそうや

って重なるんですけれども、ほとんど子供たちが利用しない時間のほうが大きいということ

をご理解賜りたいと思います。 

○議長 橋本欣一君。 

○１０番 キャンセル待ちが多いということしか聞かなかったもんですから、ふだんはそんな

に混んでいないという認識が私あまりなかったもんですから、大変認識不足で申し訳なかっ

たんですけれども、いろいろ調べますと、やっぱり病児保育、赤字経営がほとんどだという

ようなお話聞いておりまして、木島先生、小児科の先生も、あのぐらい患者さんがおって、
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さらに病児保育の中で運営していくという、これは至難の業なんだろうなと思いまして、町

はどういう応援ができるのかなという私の質問で、町がやれれば一番いいんでしょうけれど

も、そうもなかなかいかないわけなんで、ぜひ金銭的な面や設備拡充の場合はぜひ積極的な

応援で、利用者が増えるという言い方もまたおかしいんでしょうけれども、利用できる体制

というのを、町としてもぜひつくっていただきたいと思います。どうですか、町長。 

○議長 町長。 

○町長 全国的にも注目を浴びたげんき保育園「げんきルーム」でありまして、理想的なとい

いますか、小児科の先生がしっかり病後を見守っていただきながら、さらに看護師さんがつ

き、そして、保育士がカバーしていくという、本当に理想に近い運営をしていただいており

ますので、これがさらに充実といいますか、継続できるように、町としてもしっかり支援を

してまいりたいと思います。 

○議長 橋本欣一君。 

○１０番 全国的な医師不足、さらには、小児科医は特に少ないというような話もございます。 

  お子さん、子育てと言いながら、病気も診られないという状況でもいけないわけなんで、

ぜひここら辺への拡充、応援というのをお願いしたいと思います。 

  すみません。逆戻りして、途中、明石市の件が抜けました、申し訳ありません。 

  明石市の事例で５つの無料化、答弁書の中にもそれぞれ挙げてもらいました。さらには、

６つの寄り添う支援ということで、それぞれ取組。 

  決して、それぞれ財政環境や市町村の状況、もちろん違うわけなんで、明石市のまねをす

るということも難しい点もあるんでしょうけれども、我々議会側からも要望しております保

育料の完全無償化やこういったものを、実現してもらいたいということを重ねて要望するわ

けなんですけれども、そのほかに、例えばおむつの定期便、これは町の保健師さんが、おむ

つをそれぞれ赤ちゃんのところに配りながら状況を見て、さらにはおむつを配ってくるとい

うような事業のようです。 

  こうすれば、一つの状況把握にもなるわけなんで、どうでしょうね、おむつ無料提供、で

きないものでしょうかね。 

○議長 小林健康子育て課長。 

○健康子育て課長 私のほうからお答え申し上げます。 

  おむつの定期便の実施についてでございますが、実は昨年度から、出産・子育て応援事業

というのが始まっておりまして、妊娠時に５万円、そして、出産時に５万円を給付するとい
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う事業が始まってございます。 

  その裏には、伴走型の子育て支援といったところで、今まで３か月、６か月、あと12か月

の健診とともに妊婦に対して支援していたんですが、それプラス８か月というのもプラスし

て、寄り添う事業が始まってございます。 

  その中の合計10万円を支給しているわけでございますが、明石市の10か月3,000円といい

ますと、その10万円以内というところもちょっと見えてきておりますので、訪問も充実し、

あと金銭的な補助もやっているといったところで、そちらの活用しながら、寄り添う伴走型

の支援をしていきたいというふうには、基本的には考えているところでございます。 

  お答えになっていないんですが、それに代わる事業として、ちょっとそちらの事業という

ことでご紹介させていただきたいと思います。 

○議長 橋本欣一君。 

○１０番 語尾が考えておるということですので、これから実施するということなんですか、

予定しているということなんですか。それとも今やっているということなんですか。 

○議長 小林健康子育て課長。 

○健康子育て課長 私のほうからお答えします。 

  分かりにくい説明で申し訳ございませんでしたが、おむつ定期便について具体的に検討し

ているといったところは、まずはございません。 

  それに代わる事業ということで今お話していた内容。訪問と、あと現金支給で、代わるよ

うな事業はやっているということでご紹介したということでございます。 

  以上です。 

○議長 橋本欣一君。 

○１０番 現物支給がいいのか、お金のほうがいいのかと言われれば、それぞれの選択が、方

法があるんでしょうけれども、子育て支援には、おむつで、直接行ってお話ししてきながら

状態を見てくるというのも、そのようにするということなので、それ以上、私、申し上げな

いんですけれども、ぜひ充実した施策をお願い。 

  紙おむつがいいのか、現金がいいのかと言われると、私は現金のほうがいいのかなという

ふうに思ったりもするんですけれども、計画するということでございますので、ぜひそれ、

推進していただきたいと思います。 

  さらには、昨日もお話あったんですけれども、こども食堂については、明石市の場合は小

学校区内で全て行っているということで、川西町は、答弁にあったように２運営団体で行っ
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ているということなんですけれども、これも運営主体がどこでするのか、どうやってするの

かということあるんでしょうけれども、できれば小学校区内で全町的に取り組めればなと思

うんですけれども、町が直接取り組むという方法もあるんでしょうけれども、民間に委託す

る、あるいは、もちろんボランティア団体が中心になるんでしょうけれども、これを育成し

ていく、援助していくという方法、何かないもんでしょうかね、町長。 

○議長 町長。 

○町長 寒河江司議員から、昨日も丁寧な質問をいただきまして、特に現場の中で創意工夫し

ながら、子供たちが本当にたくさん集まってにぎやかにされていると。 

  これが、逆に今度分散化して、子供の数が限られている中でやった場合には、やはり触れ

合いの機会、交流の機会というのが薄まってしまうということもあって、昨日もお答えしま

したけれども、運営されている方々の今の実態などを十分調査させていただきながら、より

有効な、もしくは、課題を解決するための支援などについて研究していきたいというように

答弁申し上げましたので、全町的といいますか、学校ごとにあったほうがいいんでないかと

いうご意見も、一つのご意見として参考にさせていただきますが、運営主体をどう立ち上げ

るかということも含めて、課題として受け止めさせていただきたいと思います。 

  また、学童保育などでも、しっかり子供の見守りをしていただいているところもあります。

おやつをいただいたりしておりますし、学童の保育についても、町としても支援を講じてい

るところでありますので、そういった一体的な子育て支援の事業を見守りながら、対処して

いくことになるのかなというふうに思っております。 

  昨日、触れなかったのですが、我々の子供を育てるときに親子劇場というのがありました。

これも保護者の皆さんが、子供たちに芸術や映画、そういったものを見られる機会をつくり

たいということで、みんなで会費を持ち寄りながら、年何回か企画をして子供の応援をして

きた経験があります。 

  そういう意味では、自然発生的という意味合いより、保護者にとって切実な課題を、みん

なで解決するために協同で取り組んできた流れがありますので、そういう意味では、あまり

縛りをかけるというか、行政主導で縛りをかけることによって続けることが困難になるよう

なことのないように、自由に、そして、自由にというのは、発想も自由にできるような支援

というのが大事ではないかなというふうに思いますので、今後も現場をしっかり見させてい

ただきながら、また、運営者の皆さんとの意見交換をしっかりやりながら対処していきたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 
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○議長 橋本欣一君。 

○１０番 いずれ、こども食堂、応援していただけるということなので、自由度のある運営と

いうものを目指しながら、もう少しこども食堂自体は増えてもいいのかなというふうに、私、

思ったものですから、あとは寒河江議員にお任せしますので、私からは、こども食堂につい

ては以上でございます。ぜひ応援をお願いしたいと思います。 

  子供施策、様々ある中で、部分的なものを取り上げさせてもらいました。従来から社会保

障というか、フルスペックではいずれできなくなるということで、どこに重点を置くかとい

うことが絞られて、選択と集中ということなんでしょうけれども、絞られてくるんでしょう

けれども、町の未来は、やっぱり子供が担っておるわけなんで、私の未来も子供が担うわけ

なんで、皆さんの未来も子供が担うわけなんで、ぜひ子供中心の施策というの大事なんじゃ

ないかなという。いずれ私も面倒見てもらわんなねほうなもんですから、ぜひその辺を肝に

置きながら進めていただきたいなと思います。 

  子供政策の充実が、町の将来を決めるというふうに言われております。よろしくお願いし

ます。 

  続いては、ＤＸとＣｈａｔＧＰＴでございますけれども、町では、既に具体的にどういっ

たＤＸ化を進めるかということで、具体的な事例というものは、計画書っていうか、それは

あったんでしたっけ、課長、どうですか。 

○議長 奥村総務課長。 

○総務課長 ただいまのご質問でございますが、町では、町長から答弁ありましたように、昨

年の９月でございますが、町としての自治体ＤＸ推進計画、これは、基本的には役場、行政

体等の仕組みという形での計画を、まず策定をしたということでございまして、令和７年度

までの計画期間を設けながら策定をしております。 

  その中では、基本的には役場内部を中心とした計画でございますので、１つは住民サービ

スの面からという視点と、職員の業務効率化、この２つの視点で計画を立てているという状

況でございます。 

  その中で具体的なデジタル化の内容については、町長の答弁の中では、窓口業務の改革で

ありますとかＲＰＡ等々、様々検討ということで今進めておるわけでございますが、具体的

な事例といいますか、それについては、当然全て今、できている状況ではございませんが、

一部職員の業務効率化というような面でいえば、まず役場内部の庶務事務システム、これも

一つの労務管理の面からいえば一つのシステム化、これも導入したところでございますし、
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ＲＰＡというソフトウェアございますが、いわゆる定型業務、データを集積したり、こうい

った業務を自動化するということになるわけでありますが、こういった業務の多い課につい

ては、例えば国保保険料の月次処理でありますとか、あるいは、ふるさと納税関係、これに

ついては日々いろんなサイトで申込み等々ありますので、それを１つに管理できるような、

そういったソフトをつくりながら、時間の短縮等、こういったものも図っているというよう

な状況でございます。 

  また、今年度については、統合型のＧＩＳということで地図情報になりますが、これまで

様々、所管課ばらばらの中で、いろんなシステムを使いながら地図情報というものはあった

んですが、これを１つのものにまとめながら、共通して使えるシステムを今検討といいます

か、来年度から運用に向けて今つくり上げているところでございまして、大きくいえば、川

西町地図全体の中にいろんな情報を入れながら、役場内部的に使える部分と、一般の方々が

それを見れるような公開型、２つに分けながら、その整理を今進めているという段階でござ

いまして、役場内部での取組なもので、なかなか外には見えないという部分になりますが、

少しずつではありますが、こういったものを取り組んでいるという状況でございます。 

○議長 橋本欣一君。 

○１０番 それぞれ内部では進んでおるというふうに認識しなければいけないんでしょうけれ

ども、どうも表面的に、例えば、窓口で書かない手続とか何かというのは、私、提案したこ

とあるんですけれども、ああいったものがないと、デジタル化なっていないんじゃないかと

いうふうにどうも認識してしまうものですから、逐一、やっぱりこんなふうに進んでいます

よというような報告などもいただいてはおるんでしょうけれども、分かる形でお示しいただ

ければなと思いますんで、それぞれデジタル、デジタルと言いながら、私自身もなかなかつ

いていけない部分が出てきましたので、ぜひ分かるような形でお示しいただきたいなと思い

ます。 

  さらに、ＣｈａｔＧＰＴ、商品名なんでしょうから、あまりＣｈａｔＧＰＴって言い方は

ちょっとおかしいんでしょうけれども、生成ＡＩの活用というのは、実際やっぱり私も使っ

てみれば、一般質問、どう書けばいいんだと言えばすぐ出てくるんですね。川西町の課題は

と言うと出てくるものですから、考えずに済むという非常に便利なものなんですけれども、

もう頭がおかしくなるという、頭と目がおかしくなるというような感じなんですけれども、

でも、その利用の仕方によっては、随分効率化、省力化というのもできると思います。 

  これの今研究中ということでございますけれども、実際、今は研究というか使っていらっ
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しゃるのかな、現実的には、どういうものでしょうか。 

○議長 奥村総務課長。 

○総務課長 ただいまのご質問でございますが、ＣｈａｔＧＰＴの活用、現実的に使っている

かというお話でありますが、基本的に業務での使用については、町として、まだ取り組んで

いないということで、まずはありましたように使う上でのガイドライン、これをはっきりつ

くり上げながらということで、今その準備を進めているという段階でございます。 

  個人的に使っていただくことには、これは問題ないわけでありますが、ただし、あったよ

うに、今のＣｈａｔＧＰＴ、それを使いますと、書き込んだ情報がそのままデータをして蓄

積されますので、個人的に使用される場合については、今のところ、業務で関係するような

内容、あるいは個人情報なりこういったものを、個人の利用としても使ってはいけませんと

いうような運用で今進めているところでございます。 

○議長 橋本欣一君。 

○１０番 使い方、時と場所と動機などもいろいろあるということなんでしょうけれども、ぜ

ひ有用なものは有用として使っていただきたいなと思います。 

  注意点も十分あるということも当然認識していらっしゃるようなので、上手に使ってくだ

さいという言い方、ひっくるめてしまうとそんなふうになってしまうんですけれども、ぜひ

有効な手段として使っていただきたいなと思います。 

  デジタル化、進んでおります。注意点も随分あるんでしょうけれども、私どももついてい

くのがやっとという状況なんですけれども、有効な方法、私どもに教えていただきながら進

めていただきたいと思います。 

  私の一般質問は以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長 橋本欣一君の一般質問は終了いたしました。 

  ここで休憩いたします。 

  再開時刻を午前10時45分といたします。 

（午前１０時２６分） 

──────────────────────────────────────────── 

○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時４５分） 

──────────────────────────────────────────── 

○議長 第２順位の吉村 徹君は質問席にお着きください。 
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  吉村 徹君。 

○７番 ７番、吉村です。 

○議長 第２順位、吉村 徹君。 

（７番 吉村 徹君 登壇） 

○７番 本日、２番手の質問となりますが、よろしくお願い申し上げます。 

  議長に通告のとおり質問いたします。 

  初めに、小・中学校における給食費についてお伺いいたします。 

  ６月議会において、我が会派の橋本議員が、学校給食費の無償化について質問されており

ますが、その町長答弁の中で、「本来、義務教育の給食費については、全国的に同じ取扱い

であるべきと捉えており、今後の国の少子化対策の動向等を注視するとともに、負担の在り

方について検討していく」とありました。 

  国においては、少子化対策として、学校給食無償化の実現を求める世論が大きく高まり、

子ども・子育て政策の柱の一つに、学校給食の無償化が検討項目に入りましたが、その内容

は、課題の整理にとどまっているのが現実ではないでしょうか。 

  最近の物価高騰などによる家計負担が増加する中、子育て世帯にとって、給食費は重い負

担となっているのが現状ではないかと考えるところであり、国に対して、早期の無償化に取

り組むよう強く要望すべきと考えるが、いかがでしょうか。 

  また、これまで、地方創生臨時交付金などを活用しながら、保護者負担軽減を図られてき

たと思われますが、今後も、国の交付金などを活用しながら、保護者負担軽減に向けた対策

を立てていくことが重要と考えるが、お考えをお伺いいたします。 

  次に、町内自治会が管理する公民館、集会所についてお伺いいたします。 

  近年の人口減少、それに伴う世帯数の減少などにより、公民館、集会所の維持管理につい

ての負担が増加しているのが現実となっているのではないでしょうか。特に、自治会公民館、

集会所は、町民の皆様のコミュニティの重要な施設であるとともに、災害の発生時の一時避

難所としての役割も担うなど、地域住民のよりどころとなっている。 

  かつては、自治会公民館、集会所の建設や改築に対し、町が助成し、支援してきた時期が

あったわけでありますが、現在、自治会公民館、集会所に対する支援については、どのよう

になっているのかお伺いいたします。 

  特に、昭和年代に建設された公民館、集会所については、トイレの洋式化など、高齢者の

方々などが利用しやすい施設として、リフォームしていくことが必要となってきているので
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はないかと考えるところであり、多額の費用がかかる改築工事などに対する助成措置につい

て検討すべきと考えるが、いかがでしょうか。 

  最後に、学校送迎車、いわゆるスクールバスについてお伺いいたします。 

  これまで、スクールバスに一般客相乗り乗車はできないと町は説明されてきましたが、報

道によれば、地域の移動手段確保を議論している政府の関係省庁会議は、学校や放課後児童

クラブ、介護施設、障害福祉施設への送迎に使われている車両に、一般利用者が相乗りする

などの活用策を、全国の自治体に周知する方針を確認されたとありましたが、本町への通知

はどのようになっているかお伺いいたします。 

  本町においては、町民の皆様の交通の確保については、デマンド交通により運行され、順

調に推移していると思いますが、スクールバスによる運行が可能となるなら、高校生の小松

駅までの乗車など、デマンド交通と併せながら、町民の皆様の利便性やニーズに沿った交通

の確保に向けて検討すべきと思いますが、いかがでしょうか。 

  以上、壇上よりの質問といたします。 

○議長 町長原田俊二君。 

（町長 原田俊二君 登壇） 

○町長 吉村 徹議員のご質問にお答えいたします。 

  初めに、小・中学校給食費について、国への学校給食無償化についての要望はについてで

ありますが、全国的に物価高騰が続き、本町の小・中学校では、今年度の給食費を１食当た

り５円から10円程度値上げしております。 

  町では、この状況を受け、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、１食当た

り10円の補助を行い、保護者の負担軽減に努めております。学校給食費については、この交

付金を活用し、無償化している自治体がありますが、この交付金は臨時的な措置であり、恒

久的なものではありません。 

  議員ご指摘のとおり、本年６月定例会において、橋本議員のご質問にお答えしましたが、

本職としては、義務教育における給食費の取扱いは、全国同じであるべきものと考えており

ます。国は、本年３月から、小・中学校の給食費無償化の検討を始めましたので、本町では、

国の動向を注視している現状であります。 

  給食費は、子育て世帯にとっては大きな経済的負担であることは認識しており、国に対し

て、早期に学校給食無償化を実施するよう強く要望してまいりたいと考えております。 

  次に、保護者負担軽減についてでありますが、学校給食費については、前段申し上げまし
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たとおり、負担軽減に取り組んでおります。今後もさらなる物価高騰が続く場合は、国の交

付金を活用するなど、保護者の負担軽減に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、自治会公民館、集会所への支援について、現在の自治会公民館、集会所への支援は

についてでありますが、現在、町内には118の自治公民館が設置されており、各自治会等の

皆様により維持管理を行っていただいております。 

  議員ご指摘のとおり、自治公民館は、様々な地域コミュニティの重要な施設であると認識

しておりますが、近年においては、人口減少、それに伴う世帯数の減少などにより、自治会

そのものが、維持運営が困難になる例も生じております。 

  このような状況を踏まえ、今年度、各地区自治会長会の代表の皆様で組織する自治会長連

合会の場において、これからの自治会の在り方について検討を始めたところでありますが、

今後は、自治公民館の支援の在り方についても検討してまいりたいと考えております。 

  次に、改修等に対する助成についてでありますが、昨年の豪雨災害のような被災公民館の

修繕を除き、現在、町では改修等に対しての助成事業は行っておりません。 

  なお、自治総合センターが実施主体のコミュニティ助成事業において、自治会集会所等の

建設または大規模修繕に対する助成があり、申請については、町が窓口となり対応しており

ます。 

  自治公民館は、良好な地域社会の維持及び形成に資するための拠点となる施設であり、修

繕等に対する助成については、ニーズと個別の状況を把握しながら検討してまいります。 

  次に、学校送迎車、スクールバスの運行について、国からのスクールバス活用についての

周知はについてでありますが、地方公共交通の活性化及び再生を目的としている地域公共交

通の活性化及び再生に関する法律が、令和２年11月に改正され、その基本的な事項等を定め

た地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針において、スクールバスや福祉輸

送等地域の輸送資源を総動員し、多様な取組を進めていく必要があると位置づけられました。 

  また、本年10月１日の同法の改正においては、交通分野におけるＤＸ、ＧＸの推進といっ

たさらなる利便性、生産性、持続可能性の高い地域公共交通へのリ・デザイン（再構築）を

加速化するよう明示され、変化する社会情勢に応じた改正がなされております。 

  次に、町民の方の利便性、ニーズに沿った交通の確保についてでありますが、スクールバ

スへの一般客の相乗り乗車については、不審者対策などの問題から、児童及び生徒の安全性

を第一と考え、実施はしておりません。 

  また、令和３年度からスクールバス運行業務を民間に委託し、乗車する児童・生徒数に基
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づいた路線設定並びに登下校時間に合わせた運行を行っていることから、乗車定員数の観点

からも対応は難しいと考えております。 

  現在、本町においては、デマンド交通を公共交通の基軸とし、毎年満足度調査等を実施し

ながら、利用者のニーズの把握と利便性向上に向け研究を行っておりますが、ご質問のとお

り、運転免許を返納した高齢者や高校に通う生徒等、交通弱者の方が安心して利用でき、利

便性の高い公共交通サービスを求めるニーズは高いものと認識しております。 

  一方、公共交通の維持に当たっては、公共交通の担い手不足や人口減少に伴う利用者数の

減少など多くの課題があるものと認識しており、課題解決に向け、地域公共交通会議等関係

機関連携の下、地域における多様な運送資源を活用した仕組みづくりについて調査研究を行

ってまいります。 

  以上、吉村 徹議員のご質問のお答えとさせていただきます。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 先ほど、橋本議員のほうからも話ありましたが、今議会は子育て支援についてのご質

問が結構ありまして、私もネタが切れた状況ではありますが、同僚議員の皆さんもおっしゃ

るように、来年の予算獲得に向けて、ぜひ子供支援のための予算を確保していただきたいと

いう思いが、今回出ているのかなというふうに思っていますんで、そういった意味で再度質

問させていただきます。 

  まず初めに、学校給食についてでありますけれども、学校給食は、明治22年、山形県鶴岡

町の私立忠愛小学校が、貧困児童対象に無料で実施して以降、全国に広まったというのが歴

史内容であります。 

  昭和に入って学校給食法が制定され、今日の学校給食が行われているわけでありますが、

学校給食に対する本町の考え方については、町長、いかがお考えでしょうか、お伺いいたし

ます。 

○議長 町長。 

○町長 学校給食についての全般的な質問ということでよろしいでしょうか。 

  私が一番印象に残っているのは、ちょっと過去のことを言って申し訳ないんですが、私、

一度、都立高校の教員を勤めさせていただきましたけれども、私の勤めていた高校は定時制

高校でありました。１、２限時が終わると中間に給食がありまして、子供たちが、本当に給

食を食べることを喜んで、そして、お代わりもできるようにしておりましたので、彼らと話

とすると、「今日はこれが初めてのご飯です」というようなそういう子供たちもいて、生存
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といいますか、生きるためにも、給食というのは、なくてはならない存在だなというような

ことを実感したことを思い出しているところであります。 

  翻って、中学校の給食についても、平成23年からだったと思いますけれども、それまでは

お弁当だったわけでありますが、お弁当と、あと牛乳の給食ということだったわけでありま

すけれども、大変お母さん方から、中学校給食をぜひ実施してほしいということもありまし

て、町直営ではありますけれども、給食場を開設して、給食室を増築して、中学校の給食を

取り入れてきたところであります。 

  そういう意味では、給食というのが、我々からすれば、昨日、寒河江寿樹議員からご質問

ありましたけれども、効率化を図るだけではなくて、食育の観点からすると、自校炊飯を前

提にして取り組んできたところでありまして、かなり人件費等かかり増しはしているものの、

温かい給食を子供たちに提供できるということは、今までの歴史の積み重ねとして、大きな

成果を得てきているんではないかなというように思っております。 

  給食職員も、できるだけ地元の食材を活用しようということで、特色ある取組も進めてい

ただいておりまして、地産地消というようなことがよく言われるわけでありますが、食べる

ことを通しながら生産のことを想像するといいますか、農家の皆さんが、どうやって苦労し

て農産物を生産しているのかということに派生し、また、調理している職員の方々の思いと

いうのも受け止めながら、目の前に給食が並んでいるという、感謝の思いなどが伝えられる

ような給食であってほしいなと。 

  栄養取り入れる生きていくための給食だけではなくて、世の中の人のつながり、もののつ

ながりを学ぶ機会として、食の大切さというのをこれからも大事していかなきゃならないと

いうふうに捉えているところであります。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 ありがとうございます。 

  本当に食育、子供たちの成長のためにとっては、重要な問題なんだなというふうに考えて

いるわけであります。 

  特に、川西町においては、自校炊飯、そして、子供さん、生徒の皆さんも自分の学校の畑

でネギを作ったり、野菜を作ったりと。それをまた給食に取り入れていくという流れで、や

はり農と関わりながら成長していくというのが、本町の給食のいいところではないのかなと

いうふうに考えているわけでありますけれども、ただ、問題なのは、やはりそれに伴う父兄

の皆さんの負担がなかなか大変だというのが、昨今の問題として、全国的に問題になってき
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ているのかなと思っているわけでありますけれども、小・中学校において全国の給食費が、

今年度無償、あるいは来年度実施予定する自治体は、全国でも482自治体に広がっていると

いう文部省の報告があるようでありますけれども、山形県内についても、完全無償化や、何

らかの形で一部補助とかいう形での給食費の助成を行っている市町村はどのくらいあるかな

どについては、町では調査されているのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長 金子教育文化課長。 

○教育文化課長 この件につきましては、県の教育庁のほうで各自治体に調査を行っておりま

す。 

  その状況を提示いただくことによって、こちらは把握できる状況となっておりますが、今

現在、手元に資料がございませんので、ただ、ほぼ全ての自治体が何らかの、当町と同じよ

うな形で補助をされているのかなというイメージで持っているところでございます。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 現在、私の資料で調べましたけれども、県内での給食の助成を行っている市町村とい

うのは、これは完全無償化、あるいは一部だったり、あと第３子無料化とかいろいろあるよ

うでありますけれども、いずれかの対策を取っている市町村については、市においては13市

のうち９つの市、そして、22町村では13町村、約半分で実施しているというような状況にな

っているというふうに認識しているわけですけれども、また今回、米沢でも新しい市長さん

が、給食費の無償化を掲げられて当選されておりますので、市については、プラス１になっ

てくるのかなというふうに考えているわけでありますが、こういった状況については、町長

はいかがお考えでしょうか、お伺いいたします。 

○議長 町長。 

○町長 根本的に保護者の方々が負担を感じているというのは、基本的には所得が上がってい

ない、給与が改善されていない。併せて、社会保障費とか、消費税も10％になったとか、ま

た物価高などもあって可処分所得が削られていくと。そのことによって負担感が増している

んだろうというふうに思います。 

  そこに行政が注入して負担を軽減するという、これは対処療法的な取組であって、根本的

には所得を上げていくという、給料が上がって生活が改善されていくということを、国も施

策として強く打ちだしているわけでありまして、そのことを我々としても期待をしていきた

いと思っています。 

  あわせてでありますけれども、６月の答弁でもさせていただきましたけれども、やっぱり
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義務教育の中での格差があってはならないという思いがあって、これは小倉大臣も、もしく

は総務省の幹部の方々と意見交換して、１つの町が先進的に取り組んで人の流れがつくられ

たとしても、でも、ほかのところが同じになったら同じと。 

  国全体として少子化をどう克服していくのかという施策を、やっぱり国がしっかりやりた

いという決意でありまして、これから大綱が出されるわけで、今日の新聞ニュースでもあり

ましたように、第３子以降の大学の授業料を無償化するとか、いろんなこれから施策が出て

くると思います。 

  そういった施策をしっかり見ながら、でも、現実的に今、保護者の方が負担に感じるとこ

ろをどう軽減するかということは、今後の予算編成の中でもしっかり検討してまいりたいと

思いますし、また、継続的なといいますか、持続可能な仕組みにしていかなきゃいけないと

いうそういう観点もあって、皆さん方に、全て満足できるかということではないと思います

けれども、できるだけ軽減が図られるように、町としても支援を検討してまいりたいと考え

ております。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 ありがとうございます。そのとおりだと思います。 

  やはり国の政策として、国民一人一人平等にというのが、町長、お考えのとおりでありま

して、私たちもそれを望むところでありますが、なかなか国が乗り出してこなかったという

状況があって、それと同時に、先ほど町長が言われましたように、やはり30年間給料が上が

らないという一般の民間の統計も出ておりますし、そういった中で負担だけが重なってきて

いるという、やっぱりそういったことが、負担として重くのしかかっているという認識があ

るのかなと思っています。 

  それでも社会は回っていくわけでありますので、やはり何とかそれに対処しながら取り組

んでいくことが必要なのかなというふうに考えるわけでありますけれども、そして、この無

償化については、５日の日に、東京都の小池知事が、都内公立小・中学校の学校給食費への

負担軽減に乗り出す方針を示したというような話がございます。その文言の中では、物価高

騰で家計負担が増す中、子育てしやすい環境を整える一環としていると。また、国に対して、

子育て支援を、強力に早期実現するよう働きかけるというふうにおっしゃっておりました。 

  原田町長も答弁書の中で、強力に国のほうに要望していくということでありますので、ぜ

ひ引き続きお願いしたいというふうに考えるところであります。 

  本町の給食費について、若干、頂いた資料からお伺いしたいと思いますけれども、令和５
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年度の給食費、大体少ないところで270円から、高いところで320円という、小学校において

ですが、ここの間に50円の差があるわけですが、この50円の差があるというのは、それぞれ

の自校方式ですから、各学校で食材を調達したりしての差なのか。 

  ただ、これについては、町一本化して、平均化した一人一人同じ単価になるというような

ことは考えられないのかどうか、お伺いいたします。 

○議長 金子教育文化課長。 

○教育文化課長 ただいまご指摘ありましたとおりに、各学校ごとに、若干単価にばらつきが

ございます。 

  これにつきましては、一番大きな理由としては、米飯給食が、各学校で自分で炊飯できる

ところと委託炊飯という部分で差があるという部分がまず１点ございます。 

  もう一つは、どうしても子供数、これによりまして仕入額。数が多ければ多いほど単価、

落ちてきますので、そういうことで差が出ているものということでご理解いただきたいと思

います。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 ご飯というか、炊飯を自分のところでするか、外注に出してやっているかという違い

だということもあるということのようでありますが、そういったことも踏まえましても、６

小学校と川中とこの７校、１人当たりの年間幾らかかるかということでちょっと計算させて

いただきましたが、１人当たり６万1,046円という計算になるんですが、こんな感じでしょ

うか、お伺いいたします。 

○議長 金子教育文化課長。 

○教育文化課長 そういうような形で運営をしているところでございます。 

  なお、文科省のほうでは、各自治体に、給食費どれぐらい支出があるのかという調査を毎

年実施しております。直近でいいますと令和３年度の給食費、こちらに関しては公表になっ

ているところでございます。こちらは、年間の給食費を11か月に割って、それで月当たりど

れくらいの給食費なのかということで示されている資料になっております。 

  これに基づきますと、小学校で一月当たり4,477円、中学校で5,121円という調査が、３年

度の分の調査が直近で出ているわけなんですが、これに基づきましてお話いたしますと、こ

ちらとしては、議員にお示ししたのは、令和５年の見込み数値ということでお示しをしたの

ですが、やはりここ２年間、給食費、値上がりしているものですから、それと比べますと若

干割高にはなっているんですが、恐らく令和４年の状況が、この年を越えて１月に多分出て
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くると思います。令和５年については再来年ということで出てくるんですが、ほぼほぼ全国

平均並みの、１か月分の給食費なのではないかなというふうに平均としては見ているところ

でございます。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 といいますと、そういった文科省の調査の中ですと、全国平均がこれだから、それよ

りも高いとか低いとかという判断基準にはならないとは思うんですが、今言われた4,400円

というか小学校でとなると、本町は結構高くなるんではないかと思うんですが、いかがでし

ょうか、お願いします。 

○議長 金子教育文化課長。 

○教育文化課長 ３年度の状況でお話ししたものですから、それが４年度になると全国的に上

がってくるはずです。 

  ５年度については、４年度からまた上がっていますので、そういうことを加味しますと、

ほぼ恐らく、全国平均並みの金額になるんではないかなという今の見込みでございます。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 全国平均だとうれしいというわけではありませんけれども、できるだけ安いほうがい

いのかというふうに考えるところでありまして、今回、町長答弁の中にありましたが、１食

５円から10円程度、物価的には値上がり、給食費の値上がりがあったと。それに対して、重

点支援地方創生臨時交付金を活用して10円の補助を行って、実際的には上がらないという形

になったということでご理解していいんでしょうか。 

○議長 金子教育文化課長。 

○教育文化課長 私どもとしては、値上がり分を想定しながら、１食当たり10円ということで

支出をさせていただきまして、それで前年度並みの、実際のご父兄の負担ということを想定

しながら支援をさせていただいたところでございます。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 物価の値上がりがどこまで続くかというか、どこで収まるのかがなかなか見えない中

で、給食食材の調達等もかなり苦労されているのかなと思っとります。 

  そういった形で、やはり保護者の負担を幾らかでも軽減していくという対策を、町として

は考えてやっていただいているわけでありまして、私たちは、本質的には給食の完全無償化

ということを望んでいるわけでありますけれども、これはやはり国の対応もありますので、

それに向けていろんな形で取り組んでいくわけですが、現在、今回、国の補正予算が出たわ
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けであります。可決されました、先日。 

  その内容を見ますと、重点支援地方交付金ですが、この中の推奨事業メニューということ

であります。その中の②に、エネルギー、食料品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援と

いうことでうたわれておりまして、物価高騰による小・中学校の保護者の負担を軽減するた

めの小・中学校等における学校給食等の支援と。米印に、昨日から話題になっておりますこ

ども食堂に対する負担軽減のための支援や、ヤングケアラーに対する配食支援も可能という

ようなメニューがあるようでありますけれども、こういった形で物価高騰に対する父兄の負

担を抑え、さらに安くしていくような取組は考えていらっしゃらないかどうか、お伺いいた

します。 

○議長 町長原田俊二君。 

○町長 議会運営委員会でもお願い申し上げましたけれども、国の補正に当たってのメニュー

を全協で説明させていただきながら、補正予算の追加をお願いしたいというふうに考えてお

ります。 

  国のほうでも、先ほどからあったように文科省がいろいろ調査しているのは、全国各地の

給食への支援をどうやっているのかと現場を調査しておられますので、それを踏まえながら、

国の施策が立ち上がるんだろうと思いますが、今回の補正予算も十分勘案しながら検討を進

めていきたいと思いますし、さらに、全て今期だけでといいますか、12月の補正でというこ

とではなくて、３月の追加というか、事業メニューなども精査させていただく、今は当面、

例えば非課税世帯への７万円の給付とか、そういったものをまず先行させていただいて、早

くお届けをさせていただきながら、さらにメニューを精査させていただいて、追加して補正

予算に組み込むというような考え方で今整理しておりますので、ご理解賜りたいと思います。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 ありがとうございます。ぜひ検討していただきたいと思います。 

  というのは、今回、資料でいただいた令和５年度の給食費の、昨日の寒河江寿樹議員への

回答でもありましたが、保護者負担が全体で幾らあるかという話の中で、私、頂いた資料か

ら計算しますと5,400万ほどになります。 

  ですので、先ほど申しましたように無償化は無理であっても、この単価、例えば300円の

１割補助、30円補助して270円にするということで総体的に考えていきますと、5,400万円の

１割、540万を、この国のほうの資金を活用しながら安くしていくということも、継続的に

はできないとしても、今の物価高騰に合わせた形でやっていくということも考えられるんで
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はないのかなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長 坂野財政課長。 

○財政課長 ただいまの吉村議員のご質問、給食費の負担軽減と、例えば１割補助というよう

なことも含めての検討というところだったかと思います。 

  町として今進めております吉村議員から先ほどありました国の補正予算に伴う臨時交付金、

これについて先ほど町長が申し上げましたとおり、早急に支給が必要な低所得世帯向けの７

万円の支給ですとか、そういったものをまず優先的に交付するための予算措置を今考えてお

ります。 

  給食費につきましては、昨年からの補正予算の関係で、今年度、１食当たり10円の補助と

いうことで、各学校に、これは既に予算措置という形でなっておりますので、新たにという

ところは今のところ考えてはございません。 

  ただ、今後、必要に応じてといいますか、交付予定の金額を最終日に全額計上するような

ことではなく考えておりますので、そのような状況も踏まえながら、今後検討をしてまいり

たいというふうに思います。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 言いますと、今回、国会で通った令和５年度補正予算のことについては、来年度、令

和６年度の予算の中で使えるというものではないということで理解していいんですか。 

○議長 坂野財政課長。 

○財政課長 様々の対策があります。その推奨メニュー、８項目ほどある中でも様々な事例が

例示として示されております。 

  また、そのほかでも経済対策に有効な内容については、地方公共団体の判断で使用するこ

ともできるというような内容がありまして、国は５年度の補正予算で措置をし、各省庁を経

由して交付されるものにつきましては、国で繰越しをするようなものもあろうかと思います。 

  ですので、例えば７万円の給付などについては、年度内に予算を措置して、早く執行する

ようにというような国からの通知がありますが、そのほかのものについては、今年度からス

タートするもの、あるいは繰越しをして６年度に実施するもの、様々考えられますので、今

後、その辺の内容も併せて検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 ありがとうございます。 

  そういうことであるとするならば、やっぱりとにかく検討していただく材料として、今回
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の給食費も、要は今回300円の単価が、物価が値上がれば320円になりますよと。その20円を、

また町で助成していくとか、そういう形になっていくのかな。 

  そういった意味で、物価高騰に対して助成するのが追いつかなくなるような状況もあるの

かなとは思っていますが、幾らかでも保護者の皆さんの負担を軽減するという方向で、検討

をぜひお願いしたいと思います。 

  聞き忘れましたが、ちなみに、全校生徒の資料をいただきましたが、小学校と中学校合わ

せて２人以上、学校に通学させている多子世帯といいますか、その数というのは分かります

かね。 

○議長 金子教育文化課長。 

○教育文化課長 すみません。ただいま手元に資料がございません。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 急な質問で申し訳ございません。 

  もし、分かれば、後で資料として頂きたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。ありがとうございます。 

  やっぱり、給食費の負担軽減に関しましては、先ほど申しました国の補正予算を活用しな

がら取り組んでいくのがベターなのではないかというふうに考えておりますが、そこら辺も

研究されて、ぜひ負担軽減に向けてお願いしたと思います。 

  また、町長も、いろんな形で中央省庁への要望等は行っていただいたと思いますが、もう

一度、その決意のほどをよろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長 町長。 

○町長 先ほど小池知事のお話がありました。 

  都市部でそういった動きが出れば、やっぱり全国一律のサービスをしていかなきゃならな

いという機運が盛り上がるといいますか、東京がやったんならば全国一緒にやろうというよ

うなことで、足並みがそろうように強力な運動をしていかなきゃない。 

  町村会の中でも、要望事項としては取り組んでいるところでありますけれども、併せて県

に対しても要望させていただきました。知事とのやり取りの中でも、学校給食法が施行され

て、それ以来、食材費については保護者負担ということになってきて、今の時代にそぐわな

くなったんではないかという意見交換もさせていただきまして、法律がスタートしたのが、

私が生まれる前にスタートした法律だと。もう50、60年、70年もたとうとして、まだ変わら

ないということ自体がおかしいんではないかというような意見交換もさせていただいてまい
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りました。 

  原理原則を、やっぱり大元から変えていくと。先ほどからご案内ありましたように、こど

もまんなか社会をつくるという時代の趨勢に合った事業を、やっぱり展開してもらいたいと

いうような思いでいますので、吉村議員からいただきました激励を励みにしながら取り組ん

でまいりたいと思います。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 先ほどから申しておりますけれども、世帯、子供３人いれば18万3,000円の負担とい

う、本当にやはり一般の世帯にとっては、大変な出費となっているのが現状でありますので、

早急に無償化、国のほうで施策を考えるという取組を今後ともよろしくお願いします。あり

がとうございます。 

  続きまして、町内自治会公民館、集会所についてでありますけれども、これは私どもの公

民館も、平成10年に1,700万の工事で新築しました。その当時、町から200万円の助成があり、

非常に助かって建設できたという状況があるわけでありますけれども、こういった自治会公

民館への町の助成はいつの時代に終わったのか、お伺いしたいと思います。 

○議長 町長原田俊二君。 

○町長 大変川西町が手厚くといいますか、自治公民館の整備については対応してきたわけで

ありますが、地方交付税の使い方について様々なご批判をいただいた三位一体改革の折に、

交付税の見直しが入りまして、川西町での様々な補助事業を、まずゼロから見直しをしなき

ゃならない。平成16年当時から、行財政改革大綱というのを立ち上げながら対処して、検討

を重ねてきたところであります。 

  補助事業についても、終期を迎えたものについては１回リセットしましょうということで、

２年ほどですかね、継続した要望については答えさせていただきまして、新規要望は事業化

しないということで判断をさせていただいたものであります。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 本当にあの当時、200万という金額は本当に助かったなというように思っております。 

  それ以降、使わせてもらっているわけでありますけれども、質問でしましたように、今、

どうしても公民館、集会所については、どちらかというと昭和年代に建設されたところが多

くて、言ってみれば、和式の便所であって、なかなか高齢者の方々が、今、高齢化が進んで

くる中で、公民館を利用するには、やっぱりトイレのリフォームとか水回りのリフォームが、

もう近々の課題になっていると。 
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  ただ、その中で世帯は減る、人口は減るという形で、なかなか自治会公民館の維持、修繕

も大変な状況にあるというふうに感じているわけですが、そこら辺の捉え方はどういうふう

に考えていらっしゃるか、お伺いいたします。 

○議長 町長。 

○町長 今年、ふれあいトークで朴沢の公民館をお邪魔しました。 

  大変きれいに、立派に、そして、夏の時期だったものですから暑くなるのかなと思ったん

ですが、エアコンも完備されておりまして、大変使いやすい公民館に生まれ変わったなとい

うことで、自治会の皆さんに感謝申し上げたところであります。 

  ほかのところも、やはりそういったリフォームをしなきゃならない、トイレの改修をした

いというような声もいただいておりますけれども、やはり自前でやるのでというようなこと

で取り組んでおられるというふうに思います。 

  今、先ほどの答弁書の中にあるんですが、自治会の維持というようなことが話題になって

おりまして、公民館全てを改修ということではなくて、例えば小松地区の場合は、５つ、６

つの自治会が共同して利用されているというような公民館もありまして、やはり広域ではな

いんですが、共同利用していくような、そういうような取組などについて支援をしていく必

要あるのかなと、そういったことも検討していかなきゃならないんじゃないかなと。 

  それぞれの目の前の公民館をきれいにして使いたいんだということで、将来的に維持でき

るのか、自治会活動が担保されるのかというようなことも含めて、やはりある程度、広域的

な使い方をされるところを中心にしながらというようなことに絞り込まざるを得ないのかな

というような思いもしておりまして、これは内部検討の状況でありますが、自治公民館とい

う一つの拠点があることによって地域が活性化していくわけでありますので、その視点に立

って、さらに制度を研究させていただきたいなと思っております。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 自治会長さんあたりからの、いろんな要望とかもあるのかなと思っていますけれども、

ただ、やはり自治会それぞれに努力しながら、お金をためたりしながら、整備に向けた貯蓄

とかもやっているところもあるわけでありますが、なかなか小さな公民館にとっては、人口

がなくなって、利用価値がなくなってという、結局、空き家じゃないんですが、空き公民館

というのも、今度はやはり心配される状況になってきていると。 

  やはりそこらに対する対応も、自治会長さん、公民館長さんあたりの話の中で、検討して

どうするかということの方針も、決めていく必要があるんではないかなというふうに考えて
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いますが、そういった要望とか、自治会長さんあたりから出ていないのかどうか、お伺いし

たいと思います。 

○議長 安部まちづくり課長。 

○まちづくり課長 自治会からの、自治公民館の例えば改築であるとか、あとは取り壊しであ

るとか、そういうことに関しましては、特に大きい要望としましては届いていない状況でご

ざいます。 

  ただ、少なからず、今後の維持修繕については、課題になっているということではお聞き

しているところでございます。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 今のところ、そういった深刻な問題は来ていないというような状況なのかなと思いま

すが、ただ、私、小松地内のある公民館を、商売柄頼まれましてトイレの改築やりました。 

  やはり若干、水回りということで金額がかさむと。何か助成があったらななんて声があっ

たもんですから、ちょっと私、今回質問させていただきました。 

  ただ、玉庭なんかは、もう人口が減って、世帯数が減って、公民館の維持できないという、

目の前でむくろになっているという状況があるということも深刻な状況でありますので、ぜ

ひ今後検討していただきたいと思いますが、町長、いかがでしょうか。 

○議長 町長。 

○町長 川西町の地域づくりの特色というのは、地域で自分たちの支え合い、地域を守ってい

くということを、大きな方針として掲げながら取り組んできたところでありますので、その

核となる地域の自治というのがしっかり守られるような支援というのは、今後も検討してい

かなきゃならないし、私が就任して20年たったということは、地域の方々も私と同じように

20歳年取ったという、そういう意味での世代交代も含めて課題が生まれてくる。新たな時代

ニーズというのが出てきているんだと思いますので、併せて検討させていただき、しっかり

とした地域づくりにつながるように応援していきたいなと、支援をしていく必要があるなと

いうふうに思っております。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  本当に、町長の答弁にもありますように、良好な地域社会の維持のための重要な場所であ

りますので、ぜひご検討お願いしたいと思います。 

  最後になりますけれども、学校送迎車、スクールバスについて１点だけお伺いいたします。 
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  デマンド交通で一般客については対応されていると、良好に順調に推移しているというお

話であります。 

  その中で、高校生の通学にも、デマンド交通を使っていいよということになっているとい

うことでありますが、現在、実際に使われているような状況はあるのかどうか、お伺いした

いと思います。 

○議長 安部まちづくり課長。 

○まちづくり課長 現在のところ、デマンド交通においては高校生の利用はございません。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 私、今回質問した件につきましては、子供を送迎している保護者の方から話を受けた

んですが、デマンド交通でできるというようなところの周知が、どのようになされているの

かなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長 安部まちづくり課長。 

○まちづくり課長 デマンド交通につきましては、町報であったり、あるいは町公式のＳＮＳ

であったりということで、利用条件についてお知らせしているところでございます。 

  その中で、利用する年齢制限であるとか、そういうものについては特に設けてございませ

んで、ただ、小学生が乗るといった場合に、介添えするような保護者が一緒になって、一緒

に乗っていただくような、そういうことでの利用をお願いしているところでございます。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 高校生も、保護者同伴で乗らないということではないでしょう。 

○議長 安部まちづくり課長。 

○まちづくり課長 失礼しました。 

  高校生につきましては、もちろんご自分で乗車し、降車できる状況でございますので、そ

ちらは特に条件は設けていないところでございます。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 できれば、父兄の方も、もしかすると、デマンド交通に乗っていいよという理解がな

いかもしれないです。デマンド交通は、一般住民が金を出して乗るもんだという認識がまだ

あるのかなと思う。 

  やっぱりそういったこと、高校生の保護者の皆さんにお知らせして、できれば500円とい

うお金は町で出すとか、そういう財政的支援もしながらすると、高校生が自宅から駅までデ

マンド交通を使ってやれれば、保護者は大変助かるんではないのかなというふうに思います
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が、いかがですかね、その辺の取組について。 

○議長 安部まちづくり課長。 

○まちづくり課長 高校生のデマンド利用につきましては、広報の部分で十分周知してまいり

たいと思いますが、ただ、利用するに当たりまして、やはり出発時間の制限がございます。 

  午前中であれば、第１便が７時半、第２便が８時半ということで、これも乗り合わせにな

りますので、タクシー会社を出発する時間が７時半ということで、乗り合わせの状況によっ

ては若干時間がかかったり、あるいは想定している時間よりも短く、早く来ていただいたり

なんていうこともございますので、そのあたりの利用の注意点などを含めながら周知してま

いりたいと思います。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 今の規定でいくと、朝一番の電車に乗るには乗れないというような話になってくるの

かなと思います。 

  ですと、せっかく高校生も乗れますよと言っていながら乗れない条件があるという。やっ

ぱりそこら辺もちょっと検討していただいて、いずれにしても、スクールバスを利用した一

般乗客の乗り合いとか、検討なかなか難しいというお話ですから、デマンドを使って駅まで

行くという方法を、ぜひ保護者負担軽減という立場から検討していただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長 町長原田俊二君。 

○町長 デマンド交通については、ドアからドアということで利便性を挙げてきた経過がござ

います。 

  今、365日運行しているわけでありまして、これもタクシー事業者さんの全面的な協力の

下、対応させていただいてまいりました。 

  そのニーズ調査などで、満足度アンケート調査の中でもよく言われるのは、「町外に行き

たい」と、「町外の利用ができないのか」ということと、さらに、「高校生をはじめとした

利用ができないのか」ということで、公共交通会議の中でも議論にはなるところであります

が、タクシー事業者さんの営業という観点から考えると、いかがなものかというようなこと

がありまして、そこにさらに一歩踏み込んだ議論には、自分たちの経営を圧迫するようなこ

とは許せないという、そこの部分がありますので、話合いをしていけば、電話１本で、いつ

でも私たちは仕事に行きますというふうに言われているのが現実でございまして、その部分

を全て、じゃ、町がカバーするかいうことには、なかなか今至らないということもあります。 



－148－ 

  保護者の皆さんに協力いただきながら、送迎していただいたりしているのが現実かなとい

うふうには思いますが、これもちょっと余計な話なんですが、いろいろ過疎ソフトの話が出

ておりますけれども、過疎ソフトが今、一つの財務省の俎上に上っていまして、過疎ソフト

で使い勝手がよくて、これを一般財源化されていたんではないかと。先ほどの三位一体の改

革の交付税と同じように、使い勝手がいいので何でもなんかでも充てていると。 

  そうすると、過疎対象自治体でないところから、何でそんなことができるんだというよう

なことで批判が出ておりまして、県内の中でも過疎団体でないところから要望書的な、やっ

ぱり同じにしてほしいというようなことも出ておりまして、過疎ソフトの使い勝手のよさと

いうのは我々も大変感じているわけでありますが、あまり一般財源化みたいな使い方をする

ことで、過疎ソフトの事業そのものが、まないたに載って英断下されるようなことも含めて

考えると、今、言われている交通移動手段などは、過疎地だから課題であって、公共交通が

弱いということもありますので、そういったところを充実させるというようなことも、今後

の課題というふうに受け止めておりますので、やはり過疎地で公共交通が乏しいので、過疎

ソフトが絶対必要なんだというような訴え方というのは大事な視点だというふうに思ってお

ります。 

  そういう意味で状況を把握しながら、さらに、充実させるように努力していきたいと思い

ます。 

○議長 吉村 徹君。 

○７番 本当にやはり前から、置賜乗り入れできるような交通体制へ向けて検討されていると

いう状況でありますから、それをぜひ実現しながら、そうであれば、高校生も米沢の高校へ

直接通えるというような状況も出てくると思います。 

  そういったことも踏まえて、住民ニーズに応えた形での地域交通についても今後とも検討

お願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長 吉村 徹君の一般質問は終了いたしました。 

  ここで休憩いたします。 

  再開時刻を午後１時ちょうどといたします。 

（午前１１時４７分） 

──────────────────────────────────────────── 

○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 
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──────────────────────────────────────────── 

○議長 第３順位の茂木 晶君は質問席にお着きください。 

  茂木 晶君。 

○１番 １番、茂木です。 

○議長 第３順位茂木 晶君。 

（１番 茂木 晶君 登壇） 

○１番 12月定例会、最後の一般質問となります。 

  お疲れのところ申し訳ございませんが、しばしお付き合いいただければと思います。 

  それでは、議長宛てに通告のとおり質問いたします。 

  １、指定管理者制度について。 

  指定管理者制度は、従来の管理委託制度とは異なり、民間事業者を含む幅広い法人や団体

の中から指定管理者を指定して公の施設の管理を行わせるものであり、様々な能力を活用し

ながら多様化する住民のニーズに応え、施設の効果的・効率的運営を目指すことを目的とし

ております。 

  また、制度を活用する効果として、住民サービスの一層の向上や行政経費の節減が図られ

ることに加え、地域の活性化や雇用の確保等につながることが挙げられると、県のホームペ

ージの「指定管理者制度導入手続き等に係るガイドライン」に記載されております。 

  そして、１ 指定管理者の選定から協定締結までの手続き、（１）公募の原則の中に、指

定管理者の候補者は、原則として公募することと記載されております。つまり、一丁目一番

地に公募を原則とする旨の記載がされております。 

  公募により募集をすることが不可能、または著しく困難である場合は、公募によらず選定

し、候補者とすることができるとの記載もありますが、これは（５）の公募の方法中、⑤公

募の例外の中に、ガイドライン上は下のほうにあります。 

  ①川西町では、指定管理者が公募によって選定された例は１件もなく、全て原則から外れ

た形で決定されておりますが、これについて町長の見解を問いたいと思います。 

  次に、指定管理者制度の導入された背景には、小泉内閣時代の骨太改革路線の一環として、

これまでの地方自治法244条の２の規定が、公の施設の管理についての民間参入を阻害して

おり、自治体の財政難と経営効率化の観点から、民間活力の導入を進めるために取り組まれ

てものであります。 

  ②指定管理料の推移について、ほぼ全ての施設で増加傾向にありますが、今後の見通しや
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計画について、どのように考えておられるか伺いたいと思います。指定管理の推移について

の資料、こちらを添付いたしますのでご確認ください。 

  ２番目に、中心市街地活性化について。 

  令和３年３月議会定例会において、川西町中心市街地活性化についての請願が川西町商工

会長から提出され、全員賛成により可決されております。 

  この請願の内容は、（１）羽前小松駅前並びに周辺市街地の整備、（２）旧役場跡地の利

活用と中心市街地活性化、（３）羽前小松駅から置賜農業高校までの県道８号線沿線整備、

（４）置賜農業高校魅力化プロジェクトの具現化と単独校存続への支援、このような解決の

早急な推進を求めるものでありました。 

  町では、このような町民からの要望を受けて、町民の声を反映すべく、中心市街地の活性

化に向けて取り組まれていると思われますが、①中心市街地をどのように活性化していくの

か、今後の展望をより具体的に教えていただきたいと思います。 

  ②中心市街地内の川西町の基幹企業が、一部飯豊町に移転する件に関して、流出を防ぐた

めにどのような取組をされてきたのか伺いたいと思います。 

  ③かわにし未来ビジョンの中に、「商店街の活性化を図るため空き店舗の利活用を推進し

ます」とありますが、どのような取組をされているか伺います。 

  以上、壇上からの質問といたします。 

○議長 町長原田俊二君。 

（町長 原田俊二君 登壇） 

○町長 茂木 晶議員のご質問にお答えをいたします。 

  初めに、指定管理者制度、指定管理者が公募によって選定された例はないが、町長の見解

を問うについてでありますが、指定管理者制度は、議員ご指摘のとおり、公の施設の管理主

体について、従来の管理委託制度から民間事業者や法人、団体等に拡大し、住民ニーズに沿

ったサービスの向上や施設の効果的、効率的な運営を図ることを目的に、平成15年に地方自

治法が改正され、始められた制度であります。 

  町では、法改正の趣旨を踏まえながら、平成16年に策定した新川西町行財政改革大綱（川

西町集中改革プラン）において、公共施設管理運営等の改善として指定管理者制度導入の方

針を掲げ、平成18年度から各地区公民館、浴浴センター、町民総合体育館等の総合運動公園

各施設について指定管理者制度に移行したところであります。 

  以来、現在では、町内31施設について13の法人、団体を指定管理者に指定し、管理運営を
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委託しております。 

  指定管理者制度の導入及び指定手続については、平成17年に、川西町公の施設に係る指定

管理者手続等に関する条例及び川西町公の施設の指定管理者制度導入方針を定め、指定管理

者の選定及び評価等の事務を執行しております。 

  条例では、指定管理者の指定を受けようとする団体等については公募することとしており

ますが、一方、施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的の効果的な達成が期待できる

と思量されるときは、公募によらず選定することを明記しております。 

  また、具体的な手続を定めた導入方針では、施設の設置目的、性格、機能、規模、現行受

託団体の設立経緯や管理実績等を総合的に勘案し、公募を行わずに選定することができるこ

ととしております。 

  現在、指定管理者制度を導入している地区交流センターについては、地域住民や自治会等

の団体が主に使用する施設目的から、地域住民で構成される地区経営母体に管理を指定する

ことが妥当であること。また、町民総合体育館や浴浴センター等のその他の施設の多くは、

管理委託制度当時から受託団体が設立されており、施設目的や機能を十分に理解し、利用者

へのサービス向上や適切な維持管理等の実績から、指定管理者として指定することが妥当で

あると判断し、公募によらずに選定しているところであります。 

  なお、指定管理者の選定に当たっては、公募によらない場合であっても公募と同様の申請

書類の提出を求め、川西町指定管理者選定委員会において審査を行うとともに、指定管理期

間においては、毎年、指定管理業務の評価を審査継続し、指定管理者の評価、妥当性につい

て確認しているところであります。 

  次に、指定管理料が増加傾向にあるが、今後の見通しや計画はについてでありますが、指

定管理者制度については、議員ご指摘のとおり、地方分権や規制緩和等の国の三位一体の改

革が背景にあり、本町においても行財政改革の視点を含めて導入してまいりました。 

  指定管理料の設定については、指定管理期間における実績や次期指定管理期間における施

設管理経費及び事業計画の見通し、妥当性について指定管理団体との協議を踏まえながら、

審査、算定しております。 

  各施設に共通する増額の主な要因としては、光熱水費の高騰や処遇改善による人件費の増、

消費税率の改正に対応したものであります。また、施設個別の主な要因としては、指定管理

業務の範囲拡大等による見直しや、施設の経年に伴う軽微な維持修繕費等に対応したもので

あります。 
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  今後の見通しについては、公が担う施設の役割、機能を維持していくためには、継続して

運営していくための体制、人材育成が課題と捉えており、人材確保に対応した処遇改善や光

熱水費等の必要な経費の増加に対応しなければならないと考えております。 

  国からは、指定管理者制度について、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も

適切なサービス提供者を、議会の議決を経て指定するものであり、単なる価格競争による入

札とは異なる制度として運用するよう、助言等の通知を受けております。 

  今後とも、指定管理者の選定、指定管理料の設定に当たっては、施設の設置目的や機能が

十分に発揮でき、利用者へのサービス向上につながるよう検討してまいります。 

  次に、中心市街地活性化、中心市街地をどのように活性化していくのか、具体的に教えて

いただきたいについてでありますが、中心市街地活性化に当たっては、地域振興拠点施設を

核としながら、その周辺地域の面的な整備としてのハード事業、地域に根づく文化的、歴史

的資源を生かし、住民、事業者、行政が連携し取り組むソフト事業の両面からの展開が必要

であると認識しており、そのためには、中心市街地の目指す姿を描きながら、その実現に向

けたまちづくりの方針を示す必要があると考えております。 

  また、商工会から提案された川西町中心市街地活性化プロジェクトの具現化に向けた検討

を行う上でも、中心市街地の活性化という一つの大きな目的達成に向けて、長期的な全体構

想が必要であることから、現在、川西町中心市街地まちづくり計画の策定に着手しており、

令和５年度中の完成を目指し協議を進めております。 

  川西町中心市街地まちづくり計画においては、機能的で住みやすい市街地の形成を推進す

るため、小松地区の現状と課題を踏まえながら、地域住民の暮らしや学びといった生活、文

化的活動の場、人々が交わり合いコミュニティを形成する交流の場、消費や経済活動が行わ

れる社会的、経済的な場、医療や福祉サービスが享受できる場といった役割を整理し、それ

ぞれの場の特性を考慮しながら、20年後のビジョンとその具現化に向けた基本方針、施策の

方向性を明らかにしてまいります。 

  計画の策定に当たっては、町民の意見を反映させるため、令和４年度においてアンケート

調査を実施したほか、地域住民で構成する検討委員会を設置し、意見交換を行いながら検討

を行っており、今後も、住み続けられるまちの実現を目指し、検討を進めてまいります。 

  次に、町の基幹企業が飯豊町に一部移転する件に関して、流出を防ぐための取組はされた

のかについてでありますが、三菱鉛筆株式会社山形工場は、昭和19年の操業開始以降、約80

年間の長きにわたり本町を代表する企業として、地域経済の活性化や雇用の確保にご尽力い
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ただいております。 

  平成30年には、山形三菱鉛筆精工株式会社の第１工場拡張と鉛筆部門である第２工場の二

井町地区への移転計画が示され、農業振興地域の農用地区域の変更や農地転用手続等が進め

られ、町では、道路等の町有財産の無償譲渡や二井町地区内の水路整備を実施するなど環境

整備を行ってまいりました。 

  その後、コロナ禍の影響等により工期の変更はありましたが、本年６月に、新工場移転プ

ロジェクトを再開するとの報告があり、昨年の豪雨災害を受けた排水対策の検討を、町とと

もにスタートさせたところでありました。 

  本年９月、三菱鉛筆株式会社数原社長が来庁され、三菱鉛筆のありたい姿2036（長期ビジ

ョン）及び鉛筆部門の飯豊町内の貸工場を活用するとした会社方針の説明を受けました。 

  長期ビジョンでは、主力部門であるボールペン部門の生産拡大のため、三菱鉛筆精工山形

工場の施設拡張整備を行うことが示されるとともに、鉛筆部門の貸工場活用については、１

号棟の施設の老朽化のための移転であり、２号棟は引き続き会社のフラッグシップモデル、

ユニ、ハイユニ、ユニカラーの生産継続を行うものであるとの報告を受けたところでありま

す。 

  町では、鉛筆部門の町内での移転、整備について提案いたしましたが、「緊急性が高く、

危険度の高い一部施設を飯豊町の貸工場への移転を決断した」との回答を受けました。 

  今後、鉛筆工場の一部が移転となりますが、このたびのご判断は、ボールペン部門を含め

た経営拡大、強化策の一つとしての取組であり、町の経済活性化策にもつながるものと捉え

ております。早速、庁内関係各課による三菱鉛筆山形工場再編プロジェクト支援チームを立

ち上げ、町が一丸となり、二井町地内で計画されているボールペン部門の整備計画に対する

支援体制を整えたところであります。 

  現在、各種手続の支援をはじめ、排水対策、用地造成や施設整備に関する支援、さらに経

営支援などを含め総合的な支援策を実施すべく、三菱鉛筆株式会社と協議を進めております。 

  次に、空き店舗の利活用はされているかについてでありますが、本町では、創業支援の一

環として、産業振興課内にワンストップの相談窓口を設けており、相談者の意向を受けて、

空き家バンクに掲載されている店舗つき住宅等の情報提供を行っております。 

  空き家バンクを通じては、これまでに２件の活用実績があり、現在も複数の物件で利活用

に向けた準備が進められております。 

  一方、事業者自らの情報収集により、中心市街地に加え、周辺部においても空き物件の活
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用が増加傾向にあり、事業者には地域活性化の一翼を担っていただいております。 

  また、資金的な支援については、町独自の創業支援制度の活用のほか、国・県の支援制度

の情報提供を行っており、引き続き空き店舗の一層の活用に向けて、商工会や金融機関と連

携しながら積極的な支援を行ってまいります。 

  以上、茂木 晶議員のご質問のお答えとさせていただきます。 

○議長 茂木 晶君。 

○１番 丁寧なご答弁ありがとうございました。 

  私、９月の一般質問でも、同じような内容、指定管理に関する質問をさせてもらいました

けれども、公募によらず選定できるとはしておりますが、さきの質問でも示したとおり、ガ

イドラインの下のほうに書いてあるんです。なので、これを前面に出して、公募によらなく

ても決められるからということで前面に出すのは、ちょっと私は違うのではないかなと思い

ます。 

  実際、ほかの地域では、公募によって決定されている施設たくさんございますし、飯豊町

においては、全ての施設が公募によって選定されております。 

  このあたりを含めて、町長ご自身、今の川西町の指定管理、また、これから始まる指定管

理について公募によって決める、このようなことはもう全く検討されないのかどうか、伺い

たいと思います。 

○議長 町長原田俊二君。 

○町長 答弁の中でも述べておりますけれども、指定管理者制度導入に当たっては、直営か指

定管理か、この２者になったわけでありまして、直営の場合には、町職員がそこで管理する

ということで、以前の公民館をはじめ、直営で運営していたところから民営化をし、そして、

指定管理者という流れになってまいりました。 

  指定管理に入る前に民営化ということで、地域の方々にいろいろご苦労をおかけしながら

民営化がスタートしたところでありまして、その組織が立ち上がって、指定管理者制度が導

入されて、公募というわけにはいかないだろうという判断をさせていただいて、さらに地域

の活用のサービスの充実を図っていただくことなどをお願いしながら、指定管理者として指

定をさせていただいたところであります。 

  ご案内のように、これを当たり前というか、公募しないことが町の方針だということでは

ございませんので、当然公募によって、さらに充実したサービスが提供できる施設について

は、公募によって取り組んでいかなければならないというふうに思っております。 
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  今のところ、見ていただくと分かるように、指定管理者制度が導入する前から、やはりそ

の組織が立ち上がり、管理運営を担っていただいた施設が多くありますので、その実績を踏

まえながら、公募によらず、今現行で指定をさせていただいているということでありまして、

将来にわたって全く導入しないということではなく、公募によって、よりサービスが充実す

るものについては公募していきたいというふうに考えております。 

○議長 茂木 晶君。 

○１番 今の町長の答弁にもありましたように、管理委託者制度、その当時から受けている施

設に関しては、やはり流れというか背景があるので簡単に変えることはできないと、私もそ

れは同感です。 

  ですので、これからの施設、まちなかテラスに関しては、まだこれから、今検討している

段階の話ですので、ぜひ検討してもらいたいなと、公募によって。 

  これに、仮に１社としても僕はいいと思うんです。そもそもの窓口が閉じている状態とい

うのが非常によくないというか、それを広げることに、どうしてそうならないといけないの

って、今度、公募じゃないというところから公募にするというのはかなり難しいと思います

ので、まずは、公募できる状態をつくって、仮に１社でもいいと思いますので、窓口を広げ

るという努力をしてもらいたい。ぜひ検討してもらいたいんですけれども、いかがでしょう

か。 

○議長 町長。 

○町長 小松地区の地域づくり団体、交流センターにつきましては、もう多分、平成20年頃か

ら建屋がないと。自分で指定管理者制度を導入して、中央公民館の一室を事務所として活用

しながら、地域づくりを担っていただいたわけでありますが、ぜひ独立した拠点を整備して

ほしいという要望書をいただいてまいりました。 

  今回、中央公民館や旧庁舎が解体される中で、小松地区から出された要望書というのをま

ずベースにしながら、様々議論もさせていただいて、地域のにぎわいづくりを創出するとい

うまちなかテラスの構想に結びついたところであります。 

  今いただいた議員からの提案につきましても、十分今後の運営手法などについて議論を重

ねながら、そして、小松地区、そして、川西町の顔として運営されるような方向に導けるよ

うに、検討を進めていきたいというふうに思います。 

  私が、ここで「します」というふうに言ってしまうと、またまた縛りが入ってしまいます

ので、今後の課題として受け止めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 
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○議長 茂木 晶君。 

○１番 確かに、町長の独断で、やるとは言えないとは確かに分かります。 

  ただ、今結構、まちなかテラスもそうなんですけれども、町民のワークショップを開いて、

あるいは協議会で話し合って決めるということが、様々な問題、そうやって意思決定されて

いると思いますけれども、まちなかテラスの指定管理の公募するか、しないか。どういうふ

うに指定管理者を決めるかについては、町民ワークショップで話すということはお考えでし

ょうか。 

○議長 鈴木政策推進課長。 

○政策推進課長 今年度から、にぎわいづくり検討委員会を設置しながら議論を進めていると

ころでございますけれども、検討委員会の主たる目的というのは、この施設のにぎわい創出

のために、まず日常的な使い方の中での運営というよりも運用でございます。 

  運用をどのように柔軟に対応するかというのが、やはり大きなところでございまして、そ

の次に、やはりにぎわい創出のための非日常的なイベント開催に向けた様々な検討というこ

とでございまして、ここのワークショップの中で、指定管理者制度そのものの運営について

の議論というのは、なじまないのではないかというふうに考えているところでございます。 

  なお、まちなかテラスというのは、小松地区交流センターが併設なるわけでございまして、

今後、小松地区交流センターさんとも、様々ご相談させていただきながら進めていくべきも

のというふうに考えております。 

○議長 茂木 晶君。 

○１番 先ほど町長が、町長の独断では考えられないということで、町民の皆さんの声を聞い

た上で決定されるものと私は認識したんですけれども、でも、そこに関して、指定管理に関

しても、やはり町民のワークショップを通じて様々な意見を伺わないと、結局、これじゃ、

町で、執行部で決める、そういうことになるんでしょうか。 

○議長 鈴木政策推進課長。 

○政策推進課長 ただいま申し上げているのは、にぎわいづくり検討委員会の中で、指定管理

者を誰に決めるかという議論を持っていくということはないということを申し上げておりま

す。 

  当然にぎわいづくり検討委員会の中でも様々な議論なされておりまして、小松地区交流セ

ンターさんだけで、にぎわいが創出できるのかという課題も当然出されておりますけれども、

この施設そのものは、その中で企画、運営というよりも、様々な団体の方がここを活用して
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いただいて、貸館も含めて活用していただくというような施設というのを、やはり前面に押

し出さないといけないのかなというふうには思っておりますが、ただ、ワークショップの中

で様々な貴重なご意見もいただいておりますので、今後精査していくべきというふうには考

えております。 

○議長 茂木 晶君。 

○１番 これはワークショップにかけなくていいだろうとか、運用と運営とか分けずに、その

施設全体のことと考えて、町民の皆さんの声を、ぜひ拾い上げていただきたいなと思います。 

  それと、私、前日、きらりよしじまネットワークさんのほうを訪問させていただきまして、

いろいろ話を伺ってきました。同じように、交流センターを運営されてはおるんですけれど

も、ちょっと中身を聞いたら、もうすごいなとびっくりしてきました。 

  というのは、表のほうにも出させてもらいましたが、指定管理料、小松地区よりも若干多

いのは多いんですけれども、この指定管理料に頼らずというか、独自に国や県、あるいはほ

かの県から、委託料というのを集めてきたといったら違うかもしれないんですけれども、そ

うやって独自に、いろんな事業に対していろんなところからお金を持ってきて、この1,300

万の指定管理料に、プラス、全体の予算は6,300万円ぐらいのお金で運用をされている。 

  このあたりも、町内のすぐそこに、こんなすごい運用を行っている施設があるので、ぜひ

参考にしていただきたいというのもあって、ぜひ公募にしていただけないかなと思うんです

けれども、どうでしょうか。こういう仕組みをまちなかテラスに取り入れるというか、取り

組むというのは、お考えなられていないのか伺いたいです。 

○議長 町長。 

○町長 吉島のきらりの活動というのは、日本のモデルになるような、私、鈴木総務大臣にご

挨拶にお邪魔したんでありますけれども、総務大臣から最初に言われたのが、「きらりはい

いよね」という話でありました。 

  平成30年に、総務大臣が副大臣の折に本町においでいただいて、そして、きらりを視察さ

れた。そのときの印象が大変感銘深くて、ああいった地域づくりが、やはり全国で展開され

るように応援していきたいなという話をいただいて、私もうれしくなって帰ってきたところ

であります。 

  私たち、ずっと地域づくりは、それぞれの地域の中で独自にといいますか、真剣に議論を

重ねていただきながら、特色のある地域づくりが、きらりさんがやっていることを全て、今

町内でやるということではなくて、小松地区には小松地区の個性ある地域づくりというのが
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あるというふうに思っております。 

  ぜひ議員も小松在住であられますので、その中に参画されながら、さらに地域づくりが進

展するような運営にご協力いただいて、そして、拠点を活用していくというようなことも含

めて、検討というか応援していただきたいなと思います。 

  まちなかテラスについては、基本的には先ほどお話したように、小松地区の拠点がないと

いうところから、我々もその要請、要望を受けた形でスタートしておりますので、そこをど

ういうふうに融合していくのかということも含めて、ぜひ協議を継続させていただきたいな

と思っております。 

○議長 茂木 晶君。 

○１番 きらりよしじまさんは、私が感じたのは、もう小さな町というか、それぐらいすごい

運営をされているんです。 

  それがほかの地域に広がっていったら、この川西町というのはすごいいい町になるんじゃ

ないかなという、わくわくした、これを広げたいなと、本当に心から思ったので、このシス

テムだけ。例えば米沢市、エービーエムさんという民間の業者、ご存じだとは思うんですけ

れども、エービーエムさんと吾妻スポーツ、米沢市体育協会共同企業体なんかが共同会社を

つくって、米沢市営体育館、武道場、相撲場、こういうのを経営されておるんです。 

  なので、例えば、今の小松地区振興協議会、それときらりよしじまさんがタッグを組んで、

共同企業体として指定管理を受けることができれば、それぞれ小松地区に特化したというか、

前から人脈とか、様々なことのそういった経験と新しいシステムと融合することは可能だと

は思うんです。なので、どうでしょうか、こういう取組というのは検討できませんでしょう

か。 

○議長 町長。 

○町長 茂木議員の現場を見て、いろいろな感情、感想を求めていらっしゃって、建設的な。 

  我々も、自治会長会とかそれぞれの地域づくり団体の現状から見ると、それぞれの地区の

中で自己完結するんではなくて、もっとオーバーラップして、連携を図って、地区を越えた

形で事業展開するというようなことも将来はやっていかなきゃならない。 

  人口減少が進み、担い手が不足していくということを考えるとすれば、よしじまさんの取

組はそこで終わりじゃなくて、ほかの地区にも波及したり、連携を図っていく。そんなこと

ができるように、今、地域づくり連絡協議会というのがありまして、そこで様々な先進的な

事例を報告していただいて、学び合う機会などもつくっております。 
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  先ほどからあるように、将来的には、やはり町が一つなれるようなことも想定しながら、

それぞれの地区のよさをどうやって発揮していくか、そんなことが地域づくりの中で大きな

課題になっていくと思いますので、先ほど提案いただいたきらりと小松地区が、いろんな意

味で事業を共同してくるなどということも、今後の話合いのテーマになっていくのかなとい

うふうに思っております。 

○議長 茂木 晶君。 

○１番 そもそもの指定管理者制度というのが、多様化する住民のニーズに応えていかなけれ

ばなりませんし、効率的、効果的に運営しなければいけないと思いますので、そういったオ

ーバーラップという町長の言葉をお借りしますけれども、そういった取組で、公募にならな

くとも、そういった反映できるような取組にしていただきたいと思います。 

  私、夏に産業厚生常任委員会のほうで、岩手県の遠野市のほうに初めて視察に伺ってきま

した。内谷課長とも伺ってきたんですけれども、こちらは、ふるさと公社という４つぐらい

の事業があって、その中の２つぐらいが全然もう不採算事業。１つだけ、道の駅だけが、ま

あまあいいような、利益取れている。ただ、ほかの事業が足を引っ張っているので、指定管

理料が最初400万ぐらいだったんですけれども、どんどん膨れ上がってしまって、最大5,100

万円ぐらいまで、４つ合わせて膨らんでしまった。 

  これにどうにかメスを入れないとということで、市役所の部長さんが、レビックという地

域経済活性化支援機構とか、あと銀行、あとはＪＡ、この辺と連携協定を結んでメスを入れ

たという。 

  それでどうなったかというと、不採算事業に関してはちょっと置いておいてというか、休

みにしたりとか、ただ、伸ばせるところは伸ばそうということで、道の駅がそれまででも黒

字化だったけれども、もっと伸ばそうということでかなり部長さんが伸ばされたと。 

  結果的に、今、指定管理料お幾らになっていますかと聞いたら、ゼロ円ということでした。

その5,100万円まで膨れ上がっていたのが、令和２年が5,100万、令和３年が3,900万、令和

４年が3,200万、令和５年ゼロですということでした。 

  こうやって、ちょっとまちなかテラスからは離れるんですけれども、６次産業施設の森の

マルシェなんかもそうですし、採算、利益の取れるような、収益の上がるような施設という

ものに関しては、町がもっとどんどん絡んでいってというか、儲けるという仕組みをつくっ

ていくということが大事ではないかなと。これから町が生きていくためといったらあれなん

ですけれども、そういうのが必要ではないかなと。 
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  その一例として、ふるさと納税というのが、今、皆さんの、いろんな行政の取り合いにと

いったらあれなんですけれども、なっているように、こうやって指定管理業者にもメスを入

れていかないといけないかなと思うんですけれども、このあたりどうでしょうか、いかがお

考えでしょうか。 

○議長 原田町長。 

○町長 公の施設の管理については、直接町が直営するものを、指定管理者が管理運営してい

ただくということでありまして、そのことで黒字化できない、赤字だっていうふうに言われ

るわけですけれども、これは、行政目的を果たすための施設でありますので、それは直営に

なっていれば、人件費は町が負担するという形になっていて、それが指定管理になると、見

える化するということになるわけです。 

  そういう意味では、例えば文化施設であったり、体育施設であったり、これが採算性が合

わないから閉鎖しましょうということにはならない。やはり文教施策であったり、スポーツ、

健康増進であったりという、そういう目的のためにその施設を開けていただいて、利活用を

推進するということになりますので、そういう意味ではそれぞれの設置目的に沿った形で対

応していくべきものかなと思っております。 

  浴浴センターまどかについては、やはりダリヤパークサービスが、本当に献身的に努力を

重ねていただいております。ただ、残念ながら風呂の部分なんかも含めると、30度のお湯を

油で沸かして、水を投入して利用していただくというような、水も買い、そして油も買い、

また水光熱についても電気を買いというような、本当に世の中の流れにいつも左右されると

いう。 

  ダリヤパークサービスを見せてもらうと、灯油がリッター60円ぐらいまで下がれば必ず黒

字なります。しかし、今100円超える、120円近くなっているという中では、どうしてもそこ

の部分が不採算で、指定管理料で応援していかなきゃならない、そういう現実がございます

ので、努力をしても、なかなか追いつかない部分については、やはり、まどかというのが町

の観光施設としての機能を果たしておりますので、そこはしっかり行政として支えていかな

きゃならない、そんなことを強く思いながら、しかし、努力は求めていかなきゃならないと

いうことは重々承知しておりますので、指定管理の設定に当たっては様々な検討を重ねてま

いりたいと思います。 

○議長 茂木 晶君。 

○１番 先ほども名前出させてもらいましたけれども、米沢市にあるエービーエムさんという
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ところが、米沢市や南陽市で指定管理を受けていらっしゃいますが、このような民間の事業

者について、町として調査されたということはございますでしょうか。 

○議長 奥村総務課長。 

○総務課長 指定管理制度を担う様々な団体は、それぞれの市町の中であるというふうにお聞

きをしておりますが、全体的にそういった調査をしているかとなりますと、調査をしている

という実態にはありませんということをお答えさせていただきます。 

○議長 茂木 晶君。 

○１番 指定管理者の設置目的、先ほども申し上げていますけれども、やはりこういうのを調

べた上で結論を出していかないと、答弁にありますように公募によらないのが妥当であると。

その妥当である決断をする際に、ちゃんと見比べて出した結論なのかというところがちょっ

と不思議に思いますので、ぜひ調べていただきたいと思います。 

  多分、町でも掃除なんかはエービーエムさん、委託されていると思いますし、全くお付き

合いのない業者ではないと思いますので、今後そのあたりのご研究なされてはいかがでしょ

うか。 

○議長 原田町長。 

○町長 指定管理者選定委員会とありまして、その選定委員長が副町長ですので、副町長から、

若干お答えさせていただきたいと。 

○議長 鈴木副町長。 

○副町長 急に振られましたが、ただいま町長からありましたとおり、指定管理関係の公募、

非公募の判断、もしくは、指定、非公募として進めるべきか否かという部分等々、それから

答弁の中にもありましたが、毎年の指定管理の経営状況等つぶさに、公の施設、今現在31施

設ございますが、その31施設の中では、体育館周辺のように、５つ、６つのやつをまとめて

ということもございますけれども、そのようなことで毎年審査をしております。 

  ただいまご質問ありました非公募じゃなくて、公募で行ける可能性のあるところなどの調

査はどうでしょうかという、多分ご質問だと思いますが、全くないわけではないなと。 

  過去の経緯によって、各地区センターであったりとか、プラザであったりとか、体育館で

あったりとかというのは、それまでの委託管理をしていた団体等にそのまま引き続きという

ことになっておりますが、そうでない施設。具体的に申せば、斎場なんかは、公募で導入で

きる可能ではあるなということで、担当課の中では、内々に様々な近隣の自治体の状況等か

らお話を聞いて、比較検討、内々には進めている状況もございます。そのほかにも可能性の
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あるものについては、私が委員長の立場で指示をさせていただければというふうに思ってお

ります。 

  以上でございます。 

○議長 茂木 晶君。 

○１番 ありがとうございます。ぜひ検討していただければと思います。 

  次に、中心市街地活性化の件なんですけれども、三菱鉛筆の移転について、前回の全員協

議会のほうでも説明いただきましたが、私も家、目の前ということで非常にショックを受け

ました。町長が出馬しないというのと同じくらいショックを受けました。ですので、企業が

流出するというのは、非常に痛いことだと思っています。 

  全員協議会のときにも、町長に伺ったんですけれども、「三菱の本社のほうに直接伺った

ことがありますか」と伺ったんですけれども、再度伺ってもよろしいでしょうか。 

○議長 町長。 

○町長 全協の折にもお答えさせていただきましたけれども、上京する折、もしくは社長さん

も、直接、町においでいただいておりますし、今月は、社長さんのお父さんになります会長

さんも本町においでになって、川西町との信頼関係は、しっかり今後とも継続したいという

ふうに話を伝えていただいているところであります。 

○議長 茂木 晶君。 

○１番 かわにし未来ビジョンのほうにも記載していますとおり、「企業を訪問し、各企業が

抱える課題や町への要望等の把握に努め工業の振興を図ります」とありますように、ぜひ鉛

筆会社だけではなく、あまり名前言うとあれなので、ほかの企業、小さいところも大きいと

ころも、ぜひ直接、町長だけではないと思いますけれども、足を運んで、様々な問題に取り

組んでいただければと思います。 

  次に、すみません、空き店舗の件なんですけれども、答弁に、これまでに２件の活用実績

があるとありますが、かわにし未来ビジョン、49ページにも、「商店街の活性化を図るため

空き店舗の利活用を推進します」と、かわにし未来ビジョンというのは平成28年からですか

ね、策定されていると思います。 

  そこからの10年計画でありますけれども、そこから数えて２件というのは、かなり少ない

んじゃないかなと思いますが、この件数についてどのようにお考えでしょうか。 

○議長 内谷産業振興課長。 

○産業振興課長 それでは、空き家バンク、店舗の内容についてご報告申し上げたいというふ
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うに思います。 

  現在の空き家バンクの登録数につきましては106件、うち店舗つきが12件となっておりま

す。その店舗つき12件のうち、既に利用が２件、相談等予定が、今のところ６件でございま

す。 

  なお、住宅を利用し、そういう施設を整備しているところが２件、今予定しているところ

が３件ということで、現在、店舗を利用しているところは２件でございますけれども、検討

中、整備中というのがそのような件数で現在あります。 

  以上です。 

○議長 茂木 晶君。 

○１番 かわにし未来ビジョンという川西町の一番大きいビジョンというか計画の中に、「商

店街の活性化を図るため空き店舗の利活用を推進します」と書いてありますので、さらに進

めていけるように、もっとこの倍とか、３倍とかぐらいのペースで進めていってもらわない

と、駅前が、もうやっと今回、恐らく自転車屋さんも、この空き店舗を利用して購入された

んだと思いますけれども、やはりそういうのをどんどん活用してもらって空いた店舗を利用

してもらわないと、本当に廃れていく一方だと思いますので、ぜひ努力というか、ご案内し

ていただきたいなと思います。 

  あと、後期基本計画の48ページにも、「羽前小松駅前を拠点とした活性化事業を推進し、

駅前通りをにぎわいづくりや活性化を図ります」との記載がありますので、これも踏まえて、

恐らく駅前の土地を購入し、何かしらの計画を進めようと考えていらっしゃるのかなと思い

ますが、このあたり、駅前というのはどのような展望を描いているか、教えていただけます

でしょうか。 

○議長 安部まちづくり課長。 

○まちづくり課長 ただいま茂木議員からお話がございました駅前の空き地についてでござい

ますが、今年度の予算において、用地の取得を今進めているところでございます。 

  今後につきましては、その用地につきましては、まずは近隣の店舗さんのほうでお使いい

ただきますように、駐車場として使えるような整備ということで考えているところでござい

ます。 

  将来的には、周辺の土地を一体的にどのように活用していくことも含めまして、検討して

まいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長 茂木 晶君。 
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○１番 課長、すみません。 

  あそこ、実際に車止められたことありますでしょうか。 

○議長 安部まちづくり課長。 

○まちづくり課長 具体的に車を止めたということはございませんが、大変場所としては、周

辺で使っていただくには、一番利便性が高いところかなというふうに感じているところでご

ざいます。 

○議長 茂木 晶君。 

○１番 私も、場所としてはかなり立地がよくて、車を止めるには最高の場所だと思います。 

  ただ、１回入ったら二度と出てこられないと思います。この辺り、現状を把握されており

ますでしょうか。 

○議長 安部まちづくり課長。 

○まちづくり課長 特に駅前のほうの通りから出入りができないということで、水路がかなり

ちょっといびつな形をしておりまして、かなり段差がございますので、車が出入りできない

ということは承知してございます。 

  このあたりも含めまして、駐車場として活用できるように改善してまいりたいというふう

に考えているところでございます。 

○議長 茂木 晶君。 

○１番 ありがとうございます。 

  ぜひ早急に直していただいて、結構水もたまってきて大変なので、それと併せて、駅前の

土地を取得されるというような話もあったのですが、このあたりどのぐらいの規模でお考え

でしょうか。 

○議長 安部まちづくり課長。 

○まちづくり課長 今年度の予算で取得を予定してございますのは、旧ガソリンスタンドと、

あと商店の跡地、この２つの所有者から購入をする予定でございます。 

○議長 茂木 晶君。 

○１番 そこが、駐車場ということだと思うんですけれども、その隣の鉛筆工場の辺りは、今

後、倉庫は多分、取り壊したと思うんですけれども、その辺りも取得する考えはありますか。 

○議長 安部まちづくり課長。 

○まちづくり課長 今のところは、三菱鉛筆さんの、今、取り壊しされた土地につきましては、

まだ何も話をしていない状況でございます。 
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○議長 茂木 晶君。 

○１番 承知しました。 

  次に、中心市街地活性化、①のほうにちょっと戻らせていただくんですけれども、商工会

から提案された中心市街地活性化プロジェクト、この中でも旧役場跡地のほう触れられてい

ると思うんですけれども、ちょっと戻るような形になるんですけれども、まちなかテラスの

機能にあるにぎわいづくりという、会議室なんか設けて、会議室でのサークル活動やいろん

な活動を促す、あるいは、施設全体を使ったイベントの開催をしてもらう。調理教室とか子

ども食堂とか、そういう様々なイベントを通してにぎわいづくりをしていってほしいという

お考えだとは思うんですけれども、実際このような機能というのは、この周辺の施設、例え

ば、農改センターだったり、生きがい交流館、ちょっと手を延ばせばあいぱる、このあたり

で同じような機能が備わっているわけなんです。 

  となると、町民の目線から申し上げて、今までにない機能を求めているというか、同じよ

うな農改センターにある、調理場もある、そういう機能を、新しい施設に町民の皆さんが求

めているのかというと少し疑問に思うんです。 

  なので、今までにない機能をぜひ追加していただきたいなと思うんですけれども、このあ

たりいかがでしょうか。 

○議長 町長。 

○町長 繰り返しの答弁で恐縮なんですけれども、やはり小松の皆さんの安全・安心をどう確

保するか、防災機能をどう確保していくかということも大きな課題でありまして、そういう

意味では、他の施設にはない形で、あそこに歩いて避難できるようなことも想定していると

ころであります。 

  調理等については、あそこの施設だけじゃなくて、外も使ってイベント開催とか、そうい

った多目的な活用策も検討しておりますし、また、茂木議員から提案いただいております子

育て中のお母さん方が集まれる場所なんかも必要だよねというようなこともついても適用で

きるように、内部でも、また外部からのご意見なども反映した形で運用していきたいという

ふうに思っております。 

  今回、12月定例会で商工会さんから要望書を頂いておりますけれども、その中身を見させ

ていただきますと、新商工会館の建設というようなことも入っております。 

  そういう意味では、中心市街地、今は消防署の裏のほうにあるわけですが、これが駅前の

ほうに新築移転されることなども、将来、考えられるのかなという思いもしておりますので、
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ぜひ商工会の皆さんや、また観光協会の在り方なども議論にはなっているわけでありますの

で、そういった意味で商工会さんとの協働といいますか、商工会さんがしっかり担っていた

だくようなことも、今後の課題ではないのかなというふうは思っておりますので、今後とも

協議、検討をさせていただきたいと思っております。 

○議長 茂木 晶君。 

○１番 川西町中心市街地まちづくり計画の中で、そのあたりいろいろと話し合われているの

かなと思います。 

  病院もそうですし、福祉協議会さんもそうですし、観光協会も、商工会も、そのあたりが

一つとなって川西町を盛り上げられるような、そういうわくわくする町をこれからつくって

いってもらいたいと思います。 

  以上で、私、答弁を終わりにしたいと思います。町長と、一般質問でこうやってお話とい

うか質問し合えるのが、もう今回と次の３月かなと思うとちょっと寂しい気もしますが、こ

れで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

○議長 茂木 晶君の一般質問は終了いたしました。 

  以上で一般質問を終わります。 

  以上で、本日予定いたしました全日程を終了いたしました。 

──────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長 これをもって本日の会議を散会いたします。 

  誠にご苦労さまでした。 

（午後 １時５８分） 


